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どこか遠くへ行きなさい。
仕事が小さく見えてきて、もっと全体がよく眺められるようになります。
 ……レオナルド・ダ・ヴィンチ

「万能人 （uomouniversale）」と呼ばれるダ・ヴィンチは、
芸術家、科学者、技術者であり、建築家でもあった。
その都市構想は、無秩序に挑戦し、
都市の人々を、あらためて秩序のもとに返すことを理想としていた。
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すでに始まってしまった未来について　　　�

文：平野啓一郎
絵：大坪紀久子

Keiichiro Hirano

小説家。1975年生まれ。1999年京都大学在学中に『日蝕』により芥川賞を受賞。
以後、『葬送』、『ドーン』、『かたちだけの愛』、『空白を満たしなさい』など、数々の作品を発表し、
各国で翻訳紹介されている。近著は『私とは何か ―「個人」から「分人」へ』（講談社現代新書）、
『透明な迷宮』（新潮社）。最新刊は『「生命力」の行方―変わりゆく世界と分人主義』（講談社）。
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　「国益」という言葉を、昨今の政治家は、与野党問わずや
たらと口にするが、それは一体、誰の利益なのか？
　この言葉が用いられるのは、多くの場合、外交に関して
である。しかし、TPPの交渉などを見れば明らかなように、
こちらの主張の全部が、相手国にそっくり受け容れられる
ことなどあるはずがなく、何かを押し通せば、別の何かを
譲らなければならない。よほど非対称な交渉なら、一方的
に不利益を押しつけることも出来ようが、それは、長期的
に見れば二国間の関係を不安定化させてしまう。そして、
このどこを取って、どこを捨てるかの判断は、外交以前の
国内問題である。同じ農業といっても、作物の種類によっ
て生産者の「国益」観は異なり、交渉の成果への評価も分か
れる。その時、誰を最も尊重するのか？
　そうした個別の対立を踏まえた上での「国益」だと言われ
るだろうが、その合意形成は、どこでなされているのか？
　それは、自由貿易を積極的に肯定するのか、食糧自給率
をどう考えるのかといった、思想的根拠を求められる時間
のかかる議論である。今日、歴史認識一つを採ってみても、
何が「国益」かを巡っては、深刻な意見の相違がある。
　そもそも、政治の原理を「国益」最優先の功利主義とすべ
きかどうかは、それ自体が「国益」に関わる大問題である。
国民生活の安定こそが最優先だというのは尤もだが、行き
当たりばったりでは、どうしても目先の利益が優先され、
視野狭窄的に他国に対して優位に立とうとしがちである。
　「国益」という言葉は、冷戦終結後、イデオロギー的な硬
直を脱するための「現実主義」の一表現となった。しかし、
国家をまるで企業にすっかり擬

なぞら

えているかのような昨今の
その使用法を見ていると、国民の多様性があまりにないが
しろにされ、粗雑な同一性が前提とされている危惧を禁じ
得ない。

DIALOGUE IN THE SPRING09エ ッ セ イ
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規制緩和の流れは、公益事業にも及んでいる。
市場を活用する新システムへの改革が進む中で、
その制度設計の在り方を考える。
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　1. はじめに

　東日本大震災およびそれにともなう東京電力福島第
一原子力発電所の事故以来議論されてきた電力システ
ム改革が、具体的な姿を現そうとしている。それは、
1951年の電気事業再編成以来60年以上続いた垂直一
貫体制、地域独占体制の終焉を意味する。
　この改革が、原発事故およびそれによる電力需給の

逼迫等を契機にしていることは言うまでもない。しか
し、電気事業に対しては、典型的な地域独占産業とし
て、構造的な非効率性、それにともなう高費用、高料
金の問題が常に指摘されてきた。欧米では、1900年
代最後の四半世紀に活発化した規制緩和、競争導入論
議の中で、独占と規制の組合せから競争可能な分野を
事業から切り出し、市場メカニズムを導入することに
よって社会的厚生を高めるための改革が実施されるよ
うになった。

20世紀終盤から本格化した規制緩和の流れは、電力・ガス等の典型的な公益事業にも及んだ。
背景には、コンテスタビリティー理論のような自然独占に対する理論的な展開、
さらに事業の形態を見直すことによる市場メカニズムの活用という考え方がある。
欧米における電気事業は、1990年代以来、発送電分離によって競争の効果を取り込む政策が一般的になっている。
わが国でも東日本大震災および福島原発事故後の電力逼迫を契機にシステム改革が実施されつつある。
ただし、一組織による垂直一貫体制から市場を活用するシステムへの変更は、新たな取引費用を発生させる。
新システムが有効に機能するためには、取引費用を考慮した詳細な制度設計が必要である。

キーワード
自然独占　規制緩和　電力システム改革　取引費用　コンテスタビリティ－理論

一橋大学 大学院 商学研究科 教授

山内 弘隆 Hirotaka Yamauchi

ネットワーク産業の競争と
電力システム改革
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　わが国における電力システム改革もこの先人の施策
にしたがう点は多く、今後詳細設計の深掘りと実施に
向けてさらなる議論が必要とされている。しかしなが
ら、その際、欧米流の規制改革が必ずしも常に社会的
厚生を高めているわけではないことが意識されるべき
であろう。それは恐らく、「市場機構」という理念的に
頑強なシステムであっても、例えば取引に関わる数々
の追加的費用（取引費用）の発生が、望まれるパフォー
マンスの発揮を妨げる結果になっているためであると
思われる。そうであれば、さらなる具体的な制度設計
において、このような観点からの課題を詳細に議論す
る必要がある。
　本稿は、以上のような問題意識から、電力システム
改革の詳細設計における議論の視点を提供することを
目的とする。ただし、論点については、2、3の事例を
あげるが、詳細な制度設計論を意図しないことを強調
しておく。以下、第2節では1970年代以降に展開され
た規制緩和、競争政策論を振り返り、第3節において、
その中心となったコンテスタビリティー理論および
ネットワーク事業における構造分離の問題を検討する。
第4節では、わが国における電力システム改革の経緯
を紹介し、組織と市場の観点から留意すべき問題点を
指摘する。最後に、第5節で全体のとりまとめを行う。

　2. 市場理論と規制緩和

　第二次世界大戦後の黄金期を過ぎたアメリカの1970
年代初頭は、いわゆるスタグフレーションの時代で
あった。スタグフレーションは、stagnation（不況）と
inflation（物価上昇）の造語で、「不況下の物価上昇」を
意味する。それは当時の経済理論を逸脱するものであ
り、旧来の経済政策を無力にした。マクロ経済的には、
ケインズ的な財政政策が機能しないことから、貨幣供
給量に重点を置くマネタリズムや供給側の効率化を重

視するサプライサイド・エコノミクスが台頭する。前
者の代表者はシカゴ大学のミルトン・フリードマンで
あり、後者はロバート・マンデルやアーサー・ラッ
ファーである。
　サプライサイド・エコノミクスは、1980年代になっ
てロナルド・レーガン大統領のレーガノミクスで一躍
有名になったラッファー・カーブにつながるが、ラッ
ファー・カーブ自体は理論的な限界を指摘されて後退
する。これに対し、マネタリズム的な考え方は市場機
構の重要性を強調し、レーガンやサッチャーがよりど
ころとした新自由主義の思想的根拠を形成する。代表
選手はミルトン・フリードマンであった。
　フリードマンは、フリードリヒ・フォン・ハイエク
以来シカゴ大学の伝統となった市場経済重視の姿勢を
鮮明に打ち出した。ミクロ産業政策については、「公
的規制により自由な企業活動が損なわれている」、「『大
きな政府』が資源配分上の歪みを作り出している」、と
主張された。とりわけ、伝統的に参入、価格について
強い公的規制を受けてきた運輸、エネルギー、電気通
信等についてはそのパフォーマンスの悪さが問題と
なった。前述のスタグフレーションは、市場メカニズ
ムの機能不全が1つの要因であり、その中心には直接
規制を受ける部門の非効率性があると指摘された。
　アメリカ社会は、ヨーロッパ封建主義の呪縛から
解き放された自由な経済活動をむねとして出発した。
その例外は、後に「市場の失敗」として整理される市
場機構の機能不全条件であるが、シカゴ学派は、そ
の市場の失敗自体も懐疑的な目で見た。例えば、H. 
Demsetz［1968］は、自然独占が成立する市場であっ
ても、フランチャイズ入札制によって事業者を競わせ
れば、参入規制による人為的独占の確保と価格規制の
組合せは必要ないと説いた。
　アメリカにおける連邦レベルでの公的規制は1930
年代、40年代に形作られた。29年に始まる大恐慌の
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対策としてケインズ的マクロ財政政策が実施される一
方で、個別分野への産業規制の範囲が拡大したので
ある。運輸部門の規制は、1887年成立の州際通商委
員会（ICC：Interstate Commerce Commission）を始
祖とするが、1935年の自動車運送法（Motor Carrier 
Act）によるトラック規制（ICCの規制対象に加えられ
た）、1938年民間航空法（Civil Aeronautics Act）に
よる航空市場の規制と民間航空委員会（CAB：Civil 
Aeronautics Board）の設立等がある。連邦通信委員
会（FCC：Federal Communications Commission）
は1934年通信法（The Communications Act）によっ
て設立され、連邦電力委員会（FPC：Federal Power 
Commission、現連邦エネルギー規制委員会）の設立は
1930年である。
　第二次世界大戦後、1960年代、70年代を通じて拡
大したのが、いわゆる「社会的規制」である。産業規
模の拡大と複雑化による社会的費用の発生、すなわち
環境破壊や公害問題、職業上の安全基準の引き上げな
どにより、規制機関、規制法が次々と作り出された。
戦前設立された独立規制委員会による規制が産業への

「直接規制」を行うものであったのに対し、社会的規制
は何らかの基準を設け、企業がその基準を遵守するこ
とを義務づける。その意味で、「間接規制」と呼ばれる
ことがある。これらの規制についても、市場を重視す
る立場からすれば、例えばコースの定理によって示唆
されるように、社会的費用の発生も特定の条件が成立
すれば、交渉によって解決され、配分上の効率が達成
するのであり、公的介入は極力抑えるべきであると主
張された。

　3. 自然独占と競争導入政策

3.1　コンテスタブル・マーケット
　公益事業型の規制は、事業への参入を免許制によっ

て制限し、 独占ないしそれに近い状態を形成する。
リーゾニングは、「自然独占」という市場の機能不全で
ある 1）。自然独占は、後にW. J. Baumol等によって正
確に定義されることになるが、要するに市場で顕在化
する需要量を複数社で生産するよりも1社で生産した
場合の方が総費用が小さい状況を指す（費用の劣加法
性）。そのような費用特性であれば、独占を制度的に
許容することにより社会全体の費用が削減されると主
張する。
　ただ、通常の経済理論からすれば、独占的地位を獲
得した事業者は、生産量を制限することにより価格を
限界費用から乖

かい

離
り

させ超過利潤を獲得する。独占市場
における均衡は、社会的過少生産という配分上の問題、
および消費者から独占者への所得移転という分配上の
問題から是正されなくてはならない。そのために価格
規制を中心とする行為規制が導入される。事業者には、
事業免許制による独占の確保と引き換えに自由な経営
戦略を奪われるという制約が課されることになる 2）。
　1970年代から80年代にかけて、前述のように、シ
カゴ大学を中心とする多くの研究者が、公的規制に関
して多くの疑問を投げかけた。このような公的規制そ
のものへの批判に加え、同じく70年代から80年代に
経済理論面や実証的分析から公的規制に再考を促す研
究が現れた。理論的な再検証のうちもっとも影響力を
持ったのは、伝統的な自然独占論そのものを再構築す
る試みであり、Baumol等を中心とする研究者グルー
プである。Baumol等は、自然独占の定義、複数生産
物における経済性の概念を理論的に厳格化し、潜在的
な参入圧力が存在することを前提として、独占（ない
し寡占的市場）という市場形状（market configuration）
が維持可能となる条件を求めた。その結果、規制政策
上重要な意味を持ったのが、コンテスタビリティー理
論である。
　コンテスタビリティー理論では、いくつかの条件を
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満たす市場であれば、たとえ自然独占が成立する費用
状態でも、潜在的な参入者からの競争圧力が既存企業

（incumbent）の行動を制約し、結果的に市場の帰結は
理論上準最適なものになると主張される。ここで、い
くつかの条件とは、①参入退出がきわめてスムーズに
行われること（その主たる要因は埋没費用が存在しな
いことである）、②既存事業者が先入者の利得のよう
な優位性を持たないこと、③既存企業が例えば参入阻
止価格のような戦略的行動をとらないこと、等がその
内容である。このような市場では、新規（潜在的）参入
事業者は超過利潤が発生している市場セグメントへの
hit and run entryが可能である。既存事業者が独占状
態の市場形状を維持しようとすると、結果的に超過利
潤が発生しない産出量と価格の組合せを選択せざるを
得ない。これは、理論上の最適な市場均衡にはならな
いものの、費用逓減状態であっても収支制約のもとで
総余剰を最大化するという意味での準最適な価格決定
が実現される。これがコンテスタビリティー理論の本
質である 3）。
　アメリカの国内航空市場は1978年の法律Airl ine 
Deregulation Act によって規制緩和された。コンテ
スタビリティー理論の原理は、航空市場の競争の実態
を観察することによって発想され、政策の理論的後ろ
盾になったと言われる。確かに、1980年代から90年
代にかけて筆者がインタビューしたアメリカの政策当
局者は、政策の背景をこの理論に基づいて説明した。
もっとも、コンテスタビリティー理論の中核を成す論
文がAmerican Economic Reviewに掲載されたのも同
じく78年であるから、より正確には、航空会社の規制
緩和は同理論の整理と併行して進められていたと考え
られる 4）。
　航空産業については、そもそもそれが自然独占の性
質を有するかどうか、直接規制が必要かどうかという
点が議論の対象となってきており、1960年代から多

くの研究論文が発表されていた。結論的に航空産業
は、必ずしも典型的な公益事業で想定されるような費
用上の特性を備えていないのではないかという研究も
多かった 5）。また、アメリカ国内航空の規制緩和は、
78年の法律によって突然にもたらされたものではな
く、それに先立つテキサス州、カリフォルニア州の州
内航空の競争政策の成功が契機になっている。つまり、
Baumol等の研究者には、自由化された航空市場の動
きを観察することができたのである。理論自体がこの
ような実態を直視することから発想されたことは十分
にあり得る。理論的発展がリアルな経済によって促さ
れることは、ある意味で当然のことかもしれないが、
動態的な産業の変容を的確に捉え新しい理論の構築を
試みた点は注目されるべきであろう。
　なお、コンテスタビリティー理論は航空産業のみに
適用されたわけではない。技術革新の著しい電気通信
分野においては、ネットワークについて技術的特性を
踏まえてグルーピングし、参入障壁を下げることに
よってコンテスタブルな状況を生じさせることができ
ると指摘された6）。

3.2　電気事業における構造分離
　自然独占的規制の改革に対する第2の方向性は、事
業の構造自体を精査し、競争に委ねられる部分と独占
のまま存続させる部分を区分するものである。自然独
占は、前述のように費用の劣加法性によって定義され
るが、電気事業の発電、送電、配電のように、生産の
システムが分割可能であれば、それぞれの段階につい
ての費用特性を把握し、競争を導入すべきか自然独占
として残すべきか判断することができる。1980年代頃
からの電気事業に関する実証研究により、技術の進展、
市場需要の拡大等により、少なくとも発電については
事業としての規模の経済がもはや存在しないことが示
された。一方、送電、配電については規模の経済が存
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在することから自然独占が維持されるべきである。電
気事業について、このような政策提言を、理論、実証
から行った研究がJoskow and Schmalensee［1983］

（以下、J&S）である。
　J&S ［1983］ は、主としてアメリカの電気事業の実
態を精査した上で、この事業に競争を導入し経済効率
上の経済を実現するためのシナリオを提示した。それ
は、単一の確定的なものではなく、さまざまなリパー
カッションを十分考慮した複数のシナリオである。こ
こでこのシナリオを詳細に検討する余裕はないが、彼
らが複数の代替案を提示した理由は、制度・事業の改
革には多くの不確定性と不確実性が潜んでおり、それ
を十分に認識し重視していたためであるとされている。
実際、J&Sは、結論として、構造分離によって競争導
入する場合にも、基本的に、小売価格と小売りへの参
入、送電システムへのアクセスとその価格、アンシラ
リー・サービスとその価格への公的規制が必要である
と主張している。
　このうち、小売価格への公的介入の必要性は、小売
市場のパフォーマンスが卸売市場の競争性に依存する
ためであるという。J&S［1983］は当時の分析から、卸
売市場において急速な市場参入が起こり、市場が効率
化するとは判断しなかった。卸売市場の効率性は、パ
ワー・プール（詳細後述）と送電システムに依存する。
したがって、この分野について、卸売市場の効率化を
促すための規制が必要になる。
　J&S［1983］は、このような規制と競争が混在する産
業においては、それぞれの事業分野の詳細な検討とそ
の影響関係の把握が不可欠であると言う。さらに、規
制が残される分野についても、その規制自体を進化さ
せることが重要である。旧来型の規制では、新しい事
業環境に適応できない。その意味で、規制自体の進化
が要請されるのである。
　J&S［1983］の分析枠組みは、アメリカ東部で古く

から存在したパワー・プールの実態から出発している
ように思われる。パワー・プールとは、複数の電力会
社が広域で電力を融通するために設立した連合体で、
PJM Interconnection L.L.C.（以下、PJM）と呼ばれる
組織がその典型である。PJMは、Pennsylvania、New 
Jersey、Marylandの頭文字をとったもので、1927年
にペンシルベニア州とニュージャージー州の電力会社
3社が創設した広域電力融通機関が出発点である（メ
リーランド州は、1956年から参加）。
　パワー・プールの目的は、複数の電力会社が集まっ
て共同で大規模発電所や基幹送電系統を建設・運用す
ることで、電源開発のスケールメリットを追求しなが
ら、供給予備力をシェアしたり広域メリット・オー
ダーに基づく電源の経済運用を実現したりして、経営
効率化・高信頼度化をはかることであるとされる。当
初のPJMは、いわば同業者組合的な意味を持っていた
と想像されるが、1990年代に始まる電力自由化の中で、
発送電分離を前提とした広域運用と卸売市場の機能を
持つ機関として整備され、いわゆる電力自由化の成功
事例として取り上げられるケースが多い。要するに、
J&S［1983］の研究は、自然発生的なパワー・プールを
観察しつつ論理の構築を行ったのである。
　J&S［1983］のケースも、前項で述べたコンテスタ
ビリティー理論同様、現実のマーケットの仕組み、動
きを見ながら理論を再構築している。第二次世界大戦
前から存在したPJMは、格好の材料を提供した。PJM
自体は、規模の経済とメリット・オーダーの実現が目
的とされるが、同時に融通の広域化による供給側のリ
スク低減がその背景にあったように思われる。実務家
はこのために有効なシステムを構築し、その技術的
フィージビリティを基に市場競争の理論的利点を組み
合わせたのがJ&Sであったと理解される。
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3.3　通信事業における構造分離
　電気事業に先立つ自然独占事業における構造分離
は、電気通信である。周知のように、典型的な自然
独占産業として成立したAmerican Telephone and 
Telegraph社（以下、AT&T）は、常にアメリカの独禁
当局との争いの中で独占であることの有効性、有益性
を主張してきた。1907年に社長であったTheodore N. 
VailによってAT&Tの社是とされた「ユニバーサル・
サービス」の主張は、現代的に理解されているような
遍
あまね

くサービスを提供するというよりは、ネットワーク
外部性を根拠とする営業戦略として提案された。ネッ
トワーク全体の加入者が多いほど、各個別加入者の限
界的評価が高まるというネットワーク外部性は、加入
者の利益であると同時に、供給者の効率性を実現する
ものである7）。
　電気通信事業の特徴は、その技術革新のスピードに
ある。牧歌的な電気通信の自然独占論は、古くはカー
ター・フォンのような抜け駆け的な技術導入によっ
て、時代が進んではMCIによる長距離通信技術の導入
によって疑問が投げかけられた。結果的に、上で述べ
たような市場と産業の相対関係の変化によって旧来型
の自然独占論理は否定され、新しい技術の下での市場
コンフィグレーションを実解する公的政策に結びつい
た。その行き着く先は、AT&Tと司法当局による同意
審決、AT&Tの分割であった。
　AT&Tグループは、1980年代初頭の段階で、長距
離と国際通信のLong Linesのサービスを提供する持
株会社としてのAT&T、地域電話サービスを提供す
る24社のBell Operating Companies （22社はAT&T
が100%保有、2社はマイノリテ ィ 株主 ）、 機器 メ ー
カーとしてのWestern Electric（AT&Tが100%保
有、以下、WE）、研究機関としてのBell Laboratories

（AT&TとWEが折半保有）から成り立っていた。Bell
研究所が開発した機器をWEが製造し、それを使った

通信サービスについてAT&TとBell運営会社が提供す
るというある意味での垂直統合型の企業組織であった。
　前述のように、独禁当局および競争事業者はAT&T
に対し長期間いくつかの独占訴訟を起こしていたが、
1982年、Harold H. Greene判事との修正同意審決に
よって地域運営会社を完全別会社とすることとなった。
その一方で、AT&Tに対する規制緩和として、WEが、
これまで参入が禁止されていたコンピュータを含むあ
らゆる分野に参入することが認められることとなった。
この修正同意審決は、独禁訴訟に苦しんできたAT&T
にとって、市場の急速な拡大が見込まれる新分野への
進出が認められるという利点と、地域運営会社という
独占部門を失う損失を天秤にかけた結果であったが、
同時に当時の技術において、競争可能な長距離通信と
独占性が強い地域電気通信とサービスを分割すること
によって、前述の電気事業同様、競争を可能な限り促
進するという政策上の意味を持った。
　電気事業の場合も電気通信事業の場合も、法的な側
面からすれば、構造分離の本質をボトルネック独占の
議論として捉えられる。ボトルネック独占は、特定
の施設が特定の者によって支配されており、それに
よって競争が阻害されている場合と解釈される。厳密
には、AT&Tに対するMCIの訴訟において示された
Essential Facilities Doctrine（不可欠施設の法理）で
は、
①当該施設（エッセンシャル・ファシリティに相当す
ると考えられる施設）が独占者により支配されている
こと
②競争者が当該施設を事実上、合理的に再構築するこ
とができないこと
③競争者による当該施設の使用が拒否されていること
④当該施設の供給が可能であること
の4点が要点とされている8）。そして、この考え方にし
たがえば、エッセンシャル・ファシリティの所有者に
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は、
・「イコール・アクセス（Equal Access）」
・「非差別的料金体系（Nondiscriminatory Pricing）」
・「アンバンドリング（Unbundling）」
が課されることになる。

　4. 電力システム改革と市場機能への留意点

4.1　電力システム改革
　前節までで述べた諸外国におけるネットワーク型産
業の改革を受けて、わが国でも同様の改革が進められ
てきた。その先駆は電気通信である。1985年の日本電
電公社の民営化、99年の持株会社化等一連の事業改革
と併行して、既存ネットワークの開放、接続条件の明
確化、接続料金の明確化等が実施され、実質的競争条
件が整えられた。通信の場合、80年代後半からの携帯
電話の長足の普及が市場の状況を一変させ、基本的に
拡大する需要構造の中で市場構造の大幅な変化が実現
した。現代のモバイル・ネットワークは、事業者ごと
に通信設備を有した上で複数社が競争するという「設
備競争」を実現している 9）。一方、固定系の電気通信
についてもNTTの光通信網、電力系等の独立ネット
ワーク、ケーブル・テレビ系のブロード・バンド通信
の間での設備競争が進められてきたが、設備普及に比
して利活用が伸び悩むなど政策的な転換期が指摘され
ている。
　一方、電気・ガス等のエネルギー分野でも欧米の議
論を受け、1990年代から部分自由化が開始された。電
気事業についていえば、1995年の電気事業法改正を
皮切りに改革が進められてきた。卸電気事業者（IPP：
Independent Power Producer）制度の導入、大口需
要家についての参入自由化、発電部門の新規参入の拡
大と調達電源の多様化を目指した有限責任中間法人日
本電力卸取引所の設立等が主たる内容である。このプ

ロセスの中で、大口部門の自由化は範囲が拡大され、
2011年の時点で全電力量の約62%を占めるまでに進
んだ。事業形態についても、自ら発電し電力事業者の
送電網を使って直接需要家に電気を供給する特定規模
電気事業者（PPS：Power Producer and Supplier）制
度が導入され、新しい「電力事業者」の登場を見るこ
ととなった。
　しかしながら、この一連の改革によっても電力自由
化は、規模、件数の面での広がりが十分でなく、「更
なる自由化」の必要性が強調された。PPSの導入、卸
電力市場の改革、自由化範囲の拡大によっても新規参
入者の市場シェアは伸び悩み、2012年8月の時点で、
27社届出件数63件、販売電力量シェアで3.56%にとど
まった。
　政策当局も有効な競争範囲の拡大のための措置を検
討しており、2000年代初頭には、欧米の一部で実施さ
れた発送電分離をわが国でも実施すべきかどうかの論
議がなされた。これについては、主としてわが国で特
に強調される供給の安定確保という視点から時期尚早
との判断となり、本格実施が見送られた。2009年の改
革論議では、家庭用電灯料金を含む小売部門の全面自
由化が論議されたが、これも自由化を行うことによっ
て得られる利益とそれにともなう費用との比較の結果、
後者が前者を上回るという判断から将来的な課題と結
論づけられた。
　以上のような論議の後、政策転換の背中を押したの
は、東日本大震災およびそれにともなう福島第一原子
力発電所の原子力事故を契機とする「電力問題」であ
る。震災と事故による電力供給の逼迫によって、電気
事業に対する国民の意識は大きく変化した。発電部門
における徹底的な効率化、需要家による購入先の選択
肢の拡大、供給力の広域的活用、地産地消分散型シス
テムの導入等、さまざまな社会のニーズが生じ、その
解決策として「電力システム改革」が提起された。
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　本稿執筆時点で、電力システム改革は、第三次の事
業法改正案が閣議決定されている（2015年3月3日）。
また、実施にあたっての詳細設計を行う「電力システ
ム改革小委員会制度設計ワーキンググループ」によっ
て具体的な詰めの議論が進展している。以下では、前
節までの議論を踏まえて、わが国において電力システ
ム改革を実施する際の留意点について論じる。

4.2　組織変更と市場の活用
　電気事業において、供給の一貫供給体制から発送電
分離体制への移行は、事業組織形態の強制的な変更で
あり、言うまでもなくきわめて強い公的介入である。
それを実施する政策上の正当性は、前項であげた社会
全体としての欲求を「最小費用で」実現する可能性が
高いことに求められる。経済学の言葉に置き換えれば、
もっとも重要なのは資源配分上の効率が改革によって
増進されるか否か、社会的厚生が損なわれないかどう
か、これが政策の判断基準である。
　前節で取り上げたJ&S［1983］は、典型的なネット
ワーク産業、とりわけ電力供給事業において事業分野
を区切ることによって、競争が可能な分野と独占に委
ねざるを得ない分野を区分し、市場機構のメリットを
取り込み、産業の効率化とイノベイティブな事業者の
行動を引き出そうとする仕組みを提案した。少なくと
も理論的に精緻なレベルでそれを提案したのはJ&Sの
優れた業績である。J&Sが電気事業において事業の構
造を変革することによって競争の有効性を発揮させる
シナリオを描いた背景には、これも前述の通り、アメ
リカの一部においては古くから電力市場プールが存在
し、現在の言葉でいう発送電分離が成立していたとい
う事実がある。
　一貫供給体制から分離体制への移行は、通常の企業
組織からすれば、垂直的統合から分離への組織変更に
他ならない。このような垂直的統合（水平的統合につ

いても理論的には同様）のような組織の問題について、
経済学では過去20～30年の間に「組織の経済学」等の
名称で大幅に研究が進んだ。もっとも単純な議論から
すれば、組織がどの程度垂直的（水平的）統合を選択す
るかは、市場と組織それぞれに固有の費用の相対的大
きさに依存する。一般に、前者の代表的費用が「取引
費用」であり、後者のそれは「組織の費用」であるとさ
れる。周知のように、R. Coase［1937］は、取引費用
の大きさが企業組織の限界を規定すると論じた 10）。
　ある産業に対する政策の観点からすれば、施策の費
用と便益の比較から費用有効度の大きいものが選択さ
れるべきであろう。前項で述べたように、2009年の電
気事業に対する政策見直しでは、電灯料金への自由化
については費用が便益を上回るとの判断の下にその延
期が決定された。今回のシステム改革については、小
売市場の完全自由化だけでなく発送電分離という組織
形態の変更を含むことから、特に組織から市場への移
行にともなう取引費用の問題が明示的に考慮されねば
ならないと考えられる。
　このような問題意識は、J&S［1983］においても指摘
されていた。同書は、垂直的統合による供給形態から
発電、送電、配電、小売りと個別機能ごとに企業形態
を変更する際に発生する各段階間の取引費用の存在を
指摘し、制度設計においてそれが考慮されるべきであ
ると主張する。「情報が不完備でその取得には費用が
かかる。不確実性が避けられない。保険や将来市場も
不完全、不完備である。このような世界では、限定合
理性により不完備契約が導かれる。すべての起こり得
る事象に対してなすべき義務と責務を特定化できなけ
れば、この不完備契約は機会主義的行動を誘発し、そ
の結果、モニタリングと強制のための費用は巨大なも
のになる。したがって、代替可能な制度上の決定につ
いて評価するに際して、取引費用のフレームワークか
ら学び得ることは多い。制度が一旦選択されれば、そ
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れによって事前にまた事後的にどのような取引費用が
生じるかがわかるのである（J&S［1983］、p.111）。」
　取引費用や市場の限界から電力システム改革を検討
する場合、具体的施策の中でそれをどのように意識し、
どう計測するか（厳密な計量分析でないにしても）、制
度設計の中にどう反映させるかが重要であろう。一方、
電力システム改革の制度設計における議論の中で、と
りわけ実務家から指摘されるいくつかの重要な指摘が
ある。それは、多くの場合、先行する欧米の制度改革
において市場の機能を損なう要因として認識されたも
のであり、実務的に十分な対応が要請されると同時に、
前述のフレームワークにおいて取引費用に位置づけら
れるものも多い。システム改革の方向性が定まったと
すれば、それらにどう対処するかが検討されねばなら
ない。

（1）供給予備力の問題
　このような視点からもっとも重要なのは、供給予備
力の確保である。周知のように電気は、消費と生産に
ついて量的・時間的に同時性が要求される。「余剰の」
発電容量が存在しなければ、需要の変動に対応するこ
とができない。供給予備力は、①短期の需給運用に必
要となる予備力、②10年先、20年先の需給ギャップ
に対応する長期の供給力確保に分けられる。
　このうち①については、容量市場の創設が提案され
る。容量市場は、予備力確保という需要に対し、実際
に発電されるかどうかとは別に「発電を行うことがで
きる容量」に対する市場である。しかし、PJMの経験
では、容量市場における価格変動の結果として発電施
設への投資インセンティブが十分に確保されなかった
という指摘がある。
　研究者の立場からも、例えばJoskow （2006）は、卸
電力市場における市場の不完全性から卸売価格が最適
水準よりも低位になる傾向があり、この結果発電施設

の投資にとって十分な収入がもたらされないと指摘し
ている。Joskowは、この弊害を避けるために適切な
公的主体の介入が必要であると強調する。Joskowの
いう適切な公的介入がわが国の改革においてどのよう
な具体的示唆を与えるのか、特に小売事業者からの支
払い義務をどのように考えるか、十分に考慮する必要
があろう。
　一方、中長期的な予備力の確保は、広域系統運用機
関に委ねられることになる。広域系統運用機関は、将
来のある時点におけるピーク需要と供給発電力の推計
値を比較し、前者が後者を上回る場合には入札公募を
実施し電源を確保する。調達に係る費用負担について
は託送料金によることになり、その意味で容量確保の
確実性が担保される。ただ、長期的なピーク需要の予
測をどのように行うか、電源立地についての制約から
この入札市場において市場の不完全性が問題とならな
いかなどの留意点が残る。また、小売事業者の短期の
供給余力確保と、長期の入札実施との間の関係性につ
いての整理も必要とされるものと思われる。

（2）発送電の中立化
　卸電力、小売市場における競争の実効性確保のため
には、発送電の中立化が必要である。電力システム改
革では、より広域的に供給力を有効活用する仕組みへ
と転換すると同時に、強い情報収集権限・調整権限に
基づいて、広域的な系統計画の策定や需給調整を行う
広域系統運用機関を設立することになっている。発送
電の分離については、現状の会計分離から送配電部門
を別組織とする機能分離（ISO方式）と、送配電部門を
別会社とする法的分離（子会社方式）との比較考量の結
果、法的分離が採用されることとなった。
　法的分離は、独立性を外形的に容易に把握すること
が可能な反面、グループ内での資本関係が存在するこ
とから発電・小売会社を有利に扱う可能性は否定でき

特 集 論 文

Vol.22 2015 Summer12



ないとの指摘がある。また、連系線を介したエリア間
での調整について問題点を含んでいる。しかしながら、
送配電ネットワークへの投資の意思決定および確保と
いう点において、発電・小売りの収益に左右されずに
継続的投資が可能となるというメリットを持つ。いず
れの方式でも、設備投資に必要な資金確保への配慮は
必要であるが、送配電ネットワークへの投資問題は、
欧米における発送電分離によって問題視されており、
効率的な電力供給を確保する上で重要な視点であると
考える。
　一方、法的分離の場合には取引についてグループ内
外での公平性を厳格に保つ必要から、何らかの行為規
制が必要になる。具体的には、①送配電部門の中立性
確保のための行為規制の例として、情報の目的外利用
の禁止、発電・小売業務との兼職禁止、情報の符号化、
会計の独立性確保、差別的取扱いの禁止、②親会社か
らの独立性確保のための行為規制の例として、送配電
会社の意思決定の独立、親会社から送配電会社への役
員等の人事異動の制限があげられている。この種の行
為規制は、新規事業者の参入上の障害を除き、競争の
ダイナミズムを発揮させるために重要な意味を持つこ
とになる。
　電力システム改革における留意点については、以上
の他にも自由化された小売市場での料金体系の問題や
再生可能エネルギーと市場機構との関係の問題が指摘
されている。前者は、料金自由化によってクリーム・
スキミングや所得分配に逆進的な料金が出現すること
を問題視するもの（分配上の観点）、デマンド・レスポ
ンスによりピーク需要を抑制するような体系が実現さ
れないのではないかという懸念（配分の観点）である。
再生可能エネルギーとの関係は、全量買取制度（これ
は市場メカニズムに対する大きな反作用となる）と電
気市場の自由化をいかに両立させるかという論点であ
る。これらについては、より広い政策上の問題と理解

し、ここでは詳論を避けることとする。

　5. むすび

　20世紀終盤に展開された規制緩和の流れは、いわゆ
る航空等の規模の経済がそれほど大きくないと思われ
る分野に始まり、最終的には典型的な自然独占型の産
業について、事業の形態変更を行うことによって独占
と競争を共存させるという施策の展開に及んだ。背景
には、さらなる効率性の追求、事業機会の拡大と新し
いプレイヤーの招来、市場を通じることによるさらな
る消費者の納得性の向上がある。特に最後の点は、例
えば自然独占から競争へ移行することによって消費者
は供給者の選択が可能になるが、これが社会的に価値
を持っていると指摘されていることに現れている。
　システム改革は、これまで個々の企業として（特に
わが国の場合には民間企業として）最適化してきた組
織形態の変更を意味する。確かに、各企業の個別的最
適が社会全体の最適と乖離している可能性は大きい。
一方で社会全体の最適解を設計するためには、個別問
題における費用と便益のできる限り正確な比較が必要
であろう。市場取引か内部組織化について言えば、そ
れは単純化された二分法が適用されるわけではない。

「一つの極に単純なスポット市場があり、対極に内部
組織（水平的そして垂直的統合）がある。その間には、
連続的でより複雑な契約上の選択点が存在する（J&S

［1983］、p.110）。」現実には、与えられた制度の中で、
企業自身の内部的再編成が行われることになる。重要
なのは、そのスムーズな変容を促進することであろう。
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注 参入規制を正当化する論理は、自然独占だけではない。例えば、初期の民間航空輸送では「幼
稚産業保護論」が主張された。また、トラック輸送のような規模の経済の存在が明確でない産
業では、供給の安定性や労働従事者に対する所得再分配のような、配分上の効率目的とは異
なった論理が展開された。

事業法から見れば、事業者の特権は独占だけではなく、土地収容権などのような通常の民間企
業には与えられない権利が与えられる。これらを含めた権利は「公益特権」と呼ばれる。一方、

「行為規制」は価格規制にとどまらず、事業計画や供給義務（運輸の場合には運送引受義務）等
が含まれる。これらの公益特権と行為規制の組合せである。

コンテスタビリティー理論の全体像については、Baumol, Panzor, and Willig ［1982］を参照。

実際、コンテスタビリティー理論の展開に大きな貢献をしたE. E. Baileyは、CABの委員を務
めた。当時の政策論としては、Meyer and Oster［1984］、Levine［1987］等を参照。

その典型は、Caves［1962］である。

例えば、Baumol and Sidak［1994］。

John［1999］を参照。

MCI Communications Corp. v. AT&T. ［708 F.2d 1081 , 1132 （7th Cir.）, cert. denied, 464 U.S. 
891 （1983）］。ただし、不可欠施設の法理が政策形成上主要な法的解釈となっているわけでは
ない。
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　1. エネルギー産業の規制緩和の成果と課題

　東日本大震災を契機に日本のエネルギー産業に関す
る政策的な方針や取り組みが大きく変化している。と
くに電力産業においては、原子力発電による電力供給

量が急激に低下し、再生可能エネルギーによる供給比
率向上が社会的、政策的に要請されている。またこれ
まで電力や都市ガスに関しては小売市場に対する参入
規制が行われてきたが、2017年を目途に原則的に小売
市場においても、自由な参入を認める制度改革が実施
されようとしている。こうしたエネルギー産業の大き

現在、電力や都市ガスを中心としたエネルギー産業に関わる法的規制が大きく変更され、規制緩和がより一層進む
と予想されている。これまでのエネルギー産業における国内外の規制緩和や企業の経営効率を促す施策はエネルギー
産業の経営効率を改善し、エネルギー産業の生産性向上に大きく寄与している。しかし一方で、近年のエネルギー
消費行動やエネルギー産業に関する新たな知見から政策的な規制緩和だけでは規制緩和から得られる便益を十分に
享受できない。そのため、今後のエネルギー需給及び現在のエネルギーネットワークインフラと規制緩和との関係
性をより明確にし、新たな技術導入や現状のインフラ整備のあり方を考慮した総合的な制度設計が必要である。

キーワード
エネルギー産業　生産性　規制緩和　ダイナミックプライシング

武蔵大学 経済学部 准教授

田中 健太  Kenta Tanaka

エネルギー産業における効果的な
規制緩和のための技術の活用
─新たな経済学的知見を活用した制度設計のあり方─

2

九州大学 大学院 工学研究院 教授

馬奈木 俊介 Shunsuke Managi
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な状況や制度設計の変化に対して、様々な解決すべき
問題もある。
　これまでの国内外の規制産業に対する規制緩和は理
論的、実証的にも有効性が示されている。しかし前述
のように現状の日本において、エネルギー産業の変化
は大きく、様々な現実的状況を考慮したうえで制度設
計を考える必要がある。そこで本稿ではこれまでの規
制緩和の評価を既存研究に基づき再評価すると共に、
現在の日本のエネルギー産業における制度設計に対す
る課題を考察する。そして現状の規制緩和に対する課
題に対して、新たな技術や現状のエネルギーインフラ
ネットワークの改善による解決、緩和の可能性につい
て近年の経済学的な実証研究結果をもとに検証を行う。

　2. これまでのエネルギー産業における
　　 規制緩和の評価

　一般的に規制緩和により期待される効果としては緩
和された産業の市場規模の拡大、消費者に提供される
財やサービスの質の向上、そして緩和された産業の生
産性向上などがあげられる。とりわけ規制緩和の議論
で経済学的に最も重要な論点の一つとして議論される
点が規制されていた産業の生産性が向上するかどうか、
という問題である。公益事業の代表的事例である電力
産業の議論を例にみると、これまでの電気事業を対象
とした経済学的な分析では主に電気事業のパフォーマ
ンスを向上させるための市場構造がどうあるべきかと
いう点と、電気事業自体のパフォーマンスが本当に十
分に達しているのかという2点に焦点が当てられてい
る（鳥居, 2013）。規制産業は参入規制や価格規制など
様々な規制が存在することにより、経営体自体が生産
性を向上させようとするインセンティブを欠くことが
懸念される 1）。
　生産性は産業の競争力を示す指標として最も重要な

ものの一つとされている。生産性の推計手法としては
確率的フロンティア分析法やDEA（Data envelopment 
analysis：データ包絡分析）などの手法が応用され、
様々な産業やマクロレベルでの生産性の推定が試みら
れている（馬奈木, 2013）。実際にこうした生産性の推
計手法を用い、参入規制などの規制緩和やヤードス
ティック価格査定のような経営効率改善を促す施策の
導入がエネルギー産業の生産性にどのような影響を与
えるのか多くの研究者が実証している。例えば日本の
電力産業を対象としたIda et al.（2007）では沖縄電力
を除いた9電力会社について、規制緩和がなかった場
合の費用水準と、現実の費用水準を比較し、規制緩和
が電力会社の費用水準に与えた影響を分析している。
結果として、規制改革がなかった場合の費用水準と
比べ、規制緩和後、電力会社の費用逓減が実現し、経
営効率化が進められていることが示されている。また
Nakano and Managi（2008）では電力会社の生産性を
指向性距離関数で推定し、推定された生産性指標が規
制緩和後に上昇している関係性を計量経済分析により
明らかにしている。
　一方でTanaka and Managi （2013）では日本の都市
ガス産業を対象に生産性の変化要因を分析しており、
規制緩和の施策のなかでも参入規制の緩和が最も生産
性向上に寄与する可能性が高い結果を示している。図
表1（次頁）はTanaka and Managi （2013）で実際に推
定された日本の都市ガス産業の生産性の変化を経年で
示すものである。図表1に示されるように規制緩和の
進展とともに都市ガス産業全体の生産性が向上してい
る傾向が見受けられ、とくに1999年に行われた規制
緩和以降、生産性の向上が著しいことがわかる。この
ように国内外の様々な研究から様々な規制緩和や規制
の競争への影響を抑制させる施策がエネルギー産業の
生産性を向上させるという結果が得られている。
　しかし一方で規制緩和の議論のなかで課題としてあ
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げられる様々な問題がある。とくに重要な課題とされ
る問題の一つが、安全性や供給安定に対する影響であ
る。現在の日本における都市ガス産業や電力産業の規
制緩和の議論においても安全性や供給安定性に関する
議論がされている。電力産業の事例では規制緩和に
よって安定供給が妨げられる危険性について指摘され
る場合が多い。アメリカのカリフォルニアで2001年に
発生した大規模停電などが代表的な事例とされている。
北欧では需要家に対する安定的な供給に対して考慮す
るような規制が実際に行われている。こうした背景か
ら規制緩和と安定供給に関する研究も行われている。
例えばGiannakis et al. （2005）では停電を安定供給の
指標として停電の発生時間を考慮した生産性指標を推
計し、規制緩和との関係性を分析している。この分析
では安定供給を考慮した生産性指標と考慮しない経営
効率のみを考慮した生産性指標との間にトレードオフ
関係がある可能性を示しており、規制緩和によって電
力会社の経営効率自体は向上するものの、安定供給が

脅かされる可能性を示唆している。日本においても同
様に停電を考慮した生産性指標の変化と規制緩和の関
係性を田中ら（2012）で分析している。田中ら（2012）
では日本の電力産業を対象に前述のGiannakis et al. 

（2005）と同様に停電（需要家1人あたり停電時間）を考
慮した生産性指標を推計し、規制緩和との関係性につ
いて分析している。この研究では2000年代以降の規
制緩和以降、推計された安定供給を考慮した生産性指
標が低下している可能性を示している。こうした研究
結果から規制緩和の実施はエネルギー産業において安
定供給を阻害する可能性は否定できない。

　3. 日本のエネルギー供給の現状と
　　  規制緩和の問題点

　前述のとおり、これまでの研究では規制緩和や規制
産業の非競争的な環境を是正する施策は規制された産
業の生産性を向上させる可能性が高い。そのため今後、

図表1  都市ガス産業における生産性の変化

注）Tanaka and Managi（2013）の推計
結果をもとに筆者作成

ここで示している生産性は Luenberger
生産性指標 2）を用いており、毎年の生産
性指標と前年度の生産性指標とを比較し
た上昇率を示している。またここで示し
た生産性の変化は推計された各都市ガス
事業者のガス販売量にもとづいて重み付
けした加重平均を示している。
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我が国においても現状の規制を見直し、より望ましい
エネルギー産業の市場環境を整備することが必要であ
るといえる。しかし一方で安定供給に代表されるよう
に、規制緩和により発生する問題は、すでに規制緩和
が日本よりも進展している欧州や米国での研究や事例
より、規制緩和の進展とともに深刻化する可能性は否
定できない。さらに日本の現在のエネルギー供給構造
の変化を考慮すると、安定供給と規制緩和を両立させ
るための施策がより一層必要となると考えられる。
　東日本大震災以降、日本におけるエネルギー供給の
状況は大きく変化した。最も大きな変化は原子力発電
によるエネルギー供給の低下と再生可能エネルギーの
普及拡大である。2013年度において、日本の再生可能
エネルギーが総発電量に占める割合は11％となってい
る 3）が、水力を除くと2.2％と非常に低い比率となって
いる。しかし2014年に見直しが行われ閣議決定がされ
たエネルギー基本計画において、再生可能エネルギー
の今後の普及目標に関して政府目標の設定はされてい

ないが、これまで策定されてきた再生可能エネルギー
の普及目標以上の普及を目指す方向性が示されている。
実際にIEA（2013）の予測では今後、日本における再
生可能エネルギーの普及が進む予測がなされている。
IEA（2013）では2035年の日本の電源構成についての
予測を行っている（図表2）。この図からわかるように、
2035年には風力、太陽光発電、地熱発電を合わせただ
けでも全電源の13％の比率に達する見込みが示されて
いる。また再生可能エネルギーの固定価格買取制度導
入後、太陽光発電を中心に急速に再生可能エネルギー
の普及が進んでおり、再生可能エネルギーの発電シェ
アが今後、予想以上に増加する可能性もある。
　こうした太陽光発電や風力発電の普及はエネルギー
セキュリティーの観点や気候変動問題への対策として
大きな意義がある一方、発電量が自然条件に左右され
るために不安定な供給源の増加につながる。太陽光発
電や風力発電などの再生可能エネルギーは自然条件に
左右されるために、電力供給自体が不安定なだけでな

図表2  2035年の日本の電源構成予測

注）IEA（2013）のデータをもとに筆者作成
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く、潜在的な発電可能地域はそれぞれの特徴によって
異なることも考慮しなければならない。さらに日本は
気候的にも夏場と冬場の温度差がどの地域も大きく、
エネルギー需要のピークとオフピークの需要ギャップ
が大きい。そのため今後は大きく変化する需要ととも
に、再生可能エネルギー普及拡大に伴う供給サイドの
不安定性も考慮する必要がある。
　とくに電力会社においては安定的に電力を供給する
ためにはリアルタイムに電力需給を一致させる必要が
あり、現在も厳しい同時同量規制も敷かれている。こ
うした需給の調整は電力会社側にも大きな負担を強い
ることになり、電力会社の経営自体を非効率にしてし
まう。そのため再生可能エネルギーの普及が進み、供
給不安定性が増大するなかで、いかに電力需要のピー
クとオフピークのギャップを減少させ、負荷率を低下
させるかが重要な問題となっている。こうした事情が
さらに供給安定性の担保と規制緩和によるエネルギー
産業自体の生産性向上を実現するために大きな障害と
なる。

　4. 新たな技術活用とエネルギー消費行動の
　　 理解の必要性

　これまで述べてきたとおり、現状の日本のエネル
ギー需給構造の変化を考慮せずに規制緩和をただ単に
進めてしまうことは規制緩和の弊害をより大きくして
しまう可能性が高い。結果的に規制緩和によって得ら
れる利益を十分に享受できない可能性がある。しかし

近年のエネルギー分野における新たな技術活用により
こうした課題を解決、緩和する手段はある。代表的な
ものがデマンドサイドコントロールと呼ばれる施策で
ある。デマンドサイドコントロールとは需要サイドの
不安定な需要の変化を経済的なインセンティブに基づ
く方法によりコントロールしようとする施策である。
これまでに家庭レベルではエネルギーの使用に対して
支払う単価は多くの時間帯で同じ価格で提供されるこ
とが一般的であった。しかし電力会社の電力需要全体
が大きくなるピーク時の発電コストと夜中などの電力
需要が比較的少ない時間帯での発電コストは大きく異
なる。一般的な商品であれば需要が大きくなれば、そ
の商品の価格が上昇するが、電力やガスなどのエネル
ギーについてはこれまで一般的にそうした価格の変化
を認める料金体制が技術的に困難であった。
　しかしIT技術の発展により、各家庭にスマートメー
ターをつけ、リアルタイムに電力の需要状況を把握す
ることが可能となると、リアルタイムな需要の変化を
より正確に把握可能になり、需要量に応じたリアルタ
イムな電力価格を設定するダイナミックプライシング
を導入することが可能となる。ダイナミックプライシ
ングの導入により、ピーク時の電力需要を減少させ、
電力の負荷率を減少させることが可能となる。ダイナ
ミックプライシングにはTOU（Time of use：時間帯
別料金）、CPP（Critical peak pricing：緊急ピーク時
課金）、RTP（Real time pricing：リアルタイムプラ
イシング）などの制度が代表的である。
　こうしたダイナミックプライシングはすでに欧米で
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は導入されている地域もあり、国内外で実証実験も進
んでいる。ダイナミックプライシングの導入はピー
ク時の電力消費を減少させる効果が多くの実証研究
結果によって示されている（Matsukawa et al. 2000; 
Faruqui and George, 2005; Herter, 2007など）。例え
ば、Herter（2007）では2003年から2004年にかけて
カリフォルニアで行われたTOUとCPPの社会実験の
結果を分析している。この実験におけるCPPの実験で
は夏季の電力消費ピークとなる15日間において、通常
の電力価格が0.13ドル/kWhである状況から、電力消
費ピーク時間帯において0.22ドル/kWhにする（オフ
ピーク時間帯は0.09ドル/kWh）料金制度が実施され
た。実験の結果、このピーク時間帯における電力消費
が対象地域平均で13.1％削減された。ダイナミックプ
ライシングの導入は電力会社側の需給調整コストの削
減だけでなく、消費者の余剰を増加させる効果も経済
学的に期待され、Allcott（2011）では前日の各時間帯
の電力需要に合わせて次の日の各時間帯の電力価格を
決定するリアルタイムプライシング導入により、ピー
ク需要の減少だけなく、消費者余剰が増加したという
結果も示している。
　しかしこれまでの研究では電力価格の変化に対して、
電力消費量の変化が通常の財よりも鈍く、ダイナミッ
クプライシングの効果が十分に発揮されていない可能
性も示唆されている。電力だけでなくエネルギー消費
は消費者が自己の消費から得られる便益と費用を正確
に理解できないために、エネルギーの利用価格に対し
て適切に消費量を決定できないという問題が指摘され

ており、ダイナミックプライシングの場合にも同様の
問題が発生していると考えられる。しかしJessoe and 
Papson （2014）ではこのような消費者行動が及ぼすダ
イナミックプライシング制度に対する影響改善のため、
消費者に消費者自身の電力消費状況の情報をリアルタ
イムに与える必要性に言及している。実際にJessoe 
and Papson（2014）は消費者に自己の電力消費状況を
リアルタイムに伝えることにより、ダイナミックプラ
イシングにおける消費者の電力価格変化の反応をより
強くすることができることを実証している。
　また消費者行動の理解は、電力需給が逼迫した際の
緊急的な措置に対しても有意義な示唆を与える研究結
果が示されている。日本においても東日本大震災後、
自主的な節電を促すキャンペーンが行われた。実際の
効果として、関西電力では2012年の冬季のピーク時電
力を節電要請により4％程度の電力消費を抑えること
ができた（家庭部門においても3％程度）と発表してい
る。過去の事例においても、電力需給逼迫時の自主的
な節電キャンペーンは迅速に電力需要を抑える大きな
効果があることが指摘されている（IEA, 2005）。こう
した自主的な節電キャンペーンの学術的な実証研究は
少ないが、例えばReiss and White（2008）では2000
年から2001年にかけて発生したカリフォルニア電力危
機における政策当局からの節電要請の効果を分析し、
結果として約7％程度の家庭部門における節電が実現
されたことが実証されている。こうしたこれまでの消
費者行動の経済学的な知見を活かし、技術や制度を活
用することにより、よりデマンドサイドコントロール
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の効果を向上させることができるだけなく、安定供給
に関する様々な問題の発生時に対処できる解決策が提
示可能となる。

　5. ネットワークインフラを考慮する必要性

　これまで述べてきたように新たな技術活用の実現に
より、エネルギー産業における規制緩和の弊害を緩和
できる可能性があることが指摘できる。しかし新たな
技術導入だけではなく、現状のより広いエネルギー
ネットワークインフラ（送配電網やガス導管）自体の
見直しも長期的には考慮する必要がある。電力におけ
る送配電網、ガスにおけるガス導管の利用やネット
ワークのあり方はこれまでの規制緩和の議論において
も重要な議論とされている。エネルギー産業ではエネ
ルギー自体を生み出す設備から実際に需要家にエネル
ギーを送る際のネットワークの有無が致命的に供給地
域の市場支配力を決定してしまう。そのためすでにエ
ネルギー産業の規制緩和が進んでいる欧米においても
大規模なネットワークを持つ大規模な供給者に対して、
供給ネットワークサービスの部門を分離し、中立的な
組織として独立させる施策が行われている。日本にお
いてもネットワークを持たない他のエネルギー供給者
のネットワーク利用の条件を公正にする施策（託送料
金の設定に関する規制）が行われ、今後の改善につい
ても議論がされている。
　しかしネットワークの利用状況を公正にするだけで
は規制緩和の効果が十分に得られない可能性がある。

つまりネットワーク網が十分に整備されず、なんらか
の制約がある場合、規制緩和の効果が十分に得られな
い可能性も考えられる。例えば供給者間での電力やガ
スを融通しあう卸市場においては十分なネットワーク
が整備されない限り、市場への参入者が少なくなり十
分な機能が達せられない。アメリカのカリフォルニア
を対象とした研究では卸市場における市場支配力の存
在によって、社会的な余剰が減少していることが示さ
れている（Borenstein et al., 2002）。欧州においては国
を越えた送電網やガスパイプラインが整備されており、
卸市場における取引も大きい。一方で日本の卸電力市
場の取引は比較的取引量が少ない。送電線には送電で
きる電力の上限があり、卸市場があったとしても取引
できる電力量は限られる。その上、日本の場合は日本
の東西で電力の周波数が異なるために、日本全体の電
力会社間の電力融通がより制限されてしまっている。
　こうした電力融通を妨げる障害の存在は卸市場に
影響を与え、企業間での卸市場での市場支配力にも
影響を与える。実際に日本の電力産業を対象とした
Tanaka（2009）の研究では東西間の周波数変換を行う
変電設備の強化を行うことで、電力企業間の卸市場に
おけるマーケットパワーを減少させ、社会的余剰の改
善可能性を示している。一方で都市ガス産業において
も国内ガスパイプラインの整備は十分に進んでいない
ために、都市ガスについては卸市場自体の整備も実現
可能性が乏しいといえる。そのため単純に欧米で行
われている規制緩和の方策をそのまま適応するのでは
なく、卸市場が有効的に機能するために現状のエネル
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ギーネットワークインフラの整備状況から企業間の卸
市場に対する影響を分析し、現状のネットワークイン
フラ自体を整備していく必要性がある。
　またネットワークインフラの見直しには前述の再生
可能エネルギーの問題も影響する。前述のとおり、再
生可能エネルギーによる発電ポテンシャル量は地域的
な差が大きい。環境省が2010年に公表している再生
可能エネルギー導入ポテンシャルの調査報告書（環境
省, 2010）において、日本全国の陸上風力発電の発電
ポテンシャルのうち約26％が北海道に集中していると
いう試算がなされている。こうした分散した電源から、
不安定な電力を集め、活用する送配電網を考慮した新
たなネットワークインフラが必要である。

　6 . 今後の規制緩和のあり方

　現在、日本では電力、都市ガスを中心に、エネル
ギー産業の規制緩和に対する政策的な議論が進展して
おり、2017年からは小売市場参入の規制の撤廃も検討
されている。前述のとおり、参入規制をはじめ、これ
までエネルギー産業で敷かれてきた様々な規制を緩和
することは日本のエネルギー産業の生産性を向上させ、
日本経済全体の効率性を向上させることが期待される。
しかし東日本大震災以降の日本のエネルギー需給状況
の変化や既存のエネルギー産業が抱える課題を考慮し
た制度設計の見直しをしない限り、規制緩和で得られ
る利益は十分に得られなくなってしまう可能性がある。
とくにエネルギーの安定供給に関しては公益性が高い

問題であり、多くの国民の関心が向く問題である。そ
のため安定供給に対する影響など規制緩和により発生
する問題をいかに解決、緩和し、規制緩和から得られ
る利益を享受すべきか考える必要がある。また既存の
エネルギー産業に関わるネットワークインフラの構造
自体を規制緩和の利益が十分に享受できるように見直
していく必要性もある。
　本稿で述べてきたとおり、デマンドレスポンスの導
入や送配電網、ガスパイプラインの有効的な整備は規
制緩和の効果をより大きくするとともに、規制緩和に
より発生が懸念される問題を解決、緩和してくれる有
用な手段となりうる。現在でもスマートグリッド、ス
マートシティーに関する技術開発は進んでおり、日本
国内においても実証実験が進んでいる。こうした新た
な技術を活かした制度設計が必要不可欠であるといえ
る。
　またこれまでの規制緩和やエネルギー産業の分析は
もちろん制度設計に大きく役立つ。さらに現在進展し
ている様々な社会実験や経済学、及び社会科学分野の
研究により生み出される新たな知見は、これまで対処
できない現実的な問題の対処に大きな示唆を与えるこ
とができる。エネルギー産業は我々の生活に必要不可
欠なものであり、公益性の高い産業と言える。そのた
め今後もこうした産業に対する政策的な議論は引き続
き行うとともに消費者行動や市場設計に関する知見を
高めて活用する必要がある。
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注 生産性の捉え方は様々あるが、ここではTFP（Total factor productivity：全要素生産性）の意味
として生産性という言葉を用いる。

Luenberger生産性指標は経営体のインプットの減少とアウトプット増加可能性の双方を同時
に考慮することができる生産性の測り方の一つである。詳細については馬奈木（2013）を参照さ
れたい。

ここでの再生可能エネルギーの定義としては、地熱発電及び新エネルギーのことを指す。

1）

2）

3）
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3
特 集 論 文

　1. はじめに

　市場の自由化による競争促進を目的として、1980年
代からイギリスをはじめとした先進国において規制産
業の自由化・民営化が行われた。自然独占産業につい

てはネットワーク部門のみが規制対象となり、それに
付随する部門は企業を分割するか、あるいは規制緩和
を行うことで競争原理を高める試みがなされた。その
ため、自然独占の要素を持つ通信産業や電力産業など
では、会計分離、法人分離、所有権分離などの手段に
よって、規制対象の部門とそうでない部門に分離され

本稿は、天然ガス小売市場の寡占化の問題について、
イギリスのケースを参考に寡占化が進行する要因とその対策について検討した。
イギリスでは1998年に家庭部門も含めた完全自由化が実施された。
その意義は、競争原理の導入による小売価格の低下であった。
自国と隣国の電力・ガス事業者等が参入したが、市場は6社による寡占状態となり、企業の利潤率が上昇した。
本稿では、参入障壁とイノベーションの性質から、
天然ガス市場の寡占化はある程度避けられないものであることを説明する。
そして、寡占市場であってもコンテスタブルマーケットであれば、
潜在的な参入企業の脅威によって既存企業の超過利潤は解消されるため、
潜在的参入企業の存在が既存企業の超過利潤を考えるうえでポイントになることを述べる。

キーワード
天然ガス　寡占市場　参入障壁　イノベーション　コンテスタブルマーケット理論

帝京大学 経済学部 経済学科 専任講師
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天然ガス小売市場の
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ていった。
　イギリスの天然ガス産業（都市ガス産業）において
も、自然独占であったBritish Gasを生産（調達）、輸
送、小売のそれぞれの部門に分離して、自然独占的な
要素が残るパイプライン輸送部門については規制を残
す一方で、天然ガスの生産部門（輸入を含む）や小売部
門については競争原理を高めるために自由化が行われ
た。その結果、小売部門では新規事業者や隣国の事業
者などによる新規参入が起こった。
　図表1はイギリスの天然ガス小売部門の販売量市場
シェアと利潤率の推移を示したものである。
　かつては、British Gas（現在のCentrica）による独
占市場であったが、自由化による参入によってBig 6と
呼ばれる6社による寡占市場が形成されている。
　古典的な経済学では、競争原理が十分に機能して社
会厚生が増加するためには、市場の企業数が重要な
ファクターとなる。少数の企業による競争では十分な
価格低下は望めず、寡占市場が形成されることで企業
に超過利潤（社会的に望ましくない利潤）が生じる。
　イギリスの利潤率（超過利潤）については、既存事業

者であるCentricaは減少する傾向にあるが、産業全体
では増加する傾向にある。非常に大雑把な見方をすれ
ば、自然独占に基づく超過利潤は減少しているが、寡
占化による超過利潤が発生していると解釈することが
できるであろう 2）。
　現実の産業では公益事業に限らず多くの産業におい
て市場の寡占化が進んでおり、古典的な経済学が提唱
する完全競争市場は成立せず、寡占化による超過利潤
が発生している可能性が高い。そこで、本稿では、寡
占市場が起こる理由とその対応策について経済理論を
用いて考えることとする。

　2. 寡占市場の要因

　寡占市場が生じる理由として、第1に市場参入への
ハードルが高いという参入障壁の問題がある。第2に
競争の過程で企業数が減少していくという問題がある。
そして第3に自然独占のようなそもそも競争になじま
ない性質を持つ産業であるという問題がある。ここで
は、特に参入障壁と競争の過程で企業数が減少する点

図表1  イギリスの天然ガス小売事業者販売量シェア（2012年）と利潤率の推移

出所：The revenues, costs and profits of the large energy companies in 2013
（Totalの欄の利潤率は6社の利潤率を示す。また、四捨五入の関係で市場シェアの合計は100にならない）

順位 市場シェア
（%）

利潤率（%）

2009

1

2

3

4

5

6

40

15

13

12

10

9

2

100

7.6

2.3

-2.6

-6.9

1.7

-7.5

0.9

8.9

6.0

0.5

-4.7

-0.2

-3.9

3.1

6.9

5.8

2.0

-1.8

-0.4

-4.8

2.8

6.6

6.4

2.3

3.6

4.5

-3.0

4.3

7.5

5.1

0.5

-2.4

1.4

-4.8

2.7

Centrica（UK）

SSE（UK）

E.ON（GE）

RWE npower（GE）

Scottish Power（SP）

EDF Energy（FR）

Others

（Total）

2010 2011 2012 Average
企業名（国名）1）
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に注目して、寡占化が起こるメカニズムを考える。な
お、後者についてはイノベーションの性質からアプ
ローチする。

2-1　参入障壁の問題
　ある市場への参入・退出が自由であったとしても、
実際に自由に参入できない何らかの障壁が存在するな
らば、それは参入障壁（Barrier to Entry）であり、市
場内の企業数は過少になる。その参入障壁については
以下のような定義がある。
1．既存企業がその市場で発生するコストよりも大き
なコストに潜在的参入企業が直面すること（Stigler, 
1968）。
2．潜在的参入企業にまさる既存企業の製品差別化に
よる優位性、費用の絶対的優位性、および、大規模企
業の経済性による優位性のこと（Bain, 1968）3）。
3．規制当局による過剰な保護や過少な保護によっ
て生じるその産業への予期しない資源制約のこと

（Weizsacker, 1980）4）。
　Stigler（1968）の考えは最も一般的である。Bain

（1968）は、既存企業が、他社が模倣できない高度な技
術等を用いて供給を行っているならば、これも参入障
壁になると述べている。さらに、Weizsacker（1980）
は、特許による長期間の保護や輸入関税・輸出補助金
のような政策的な要素さえ参入障壁になると指摘する。
政策的にどのレベルまで参入障壁と捉えるかは十分な
議論が必要であるが、Stigler（1968）のように狭く捉
えるならば参入障壁は小さく評価され、Weizsacker

（1980）のように広く捉えるならば参入障壁は大きく評
価される。
　井手ら（2010）は、これらをさらに①規模の経済、②
必要資本障壁、③政府による法的・行政的規制、④絶
対的費用による障壁、⑤製品差別化障壁、⑥サンクコ
スト、⑦R&D制約、⑧資産特殊性、および⑨スイッ
チングコストに分類して、これらが参入障壁になると
述べている。

2-2　イノベーションの問題
　プロダクトライフサイクル理論（Product Life Cycle 
Theory）の中に、市場内の企業数とイノベーションの

図表2  イノベーションと企業数（Klepper, 1996より抜粋）

 

 

時間

企業数

期間A 期間B

生産者数
（総企業数）

数量

価格

数量

価格

D（需要曲線） D（需要曲線）

AC（平均費用曲線）

参入パターン1
（参入企業数）

参入パターン2
（参入企業数）

MC（限界費用曲線）

AC（平均費用曲線）

MC（限界費用曲線）

a

c
b

Qb

Pa
Pb

Pc

Qa Qc

Vol.22 2015 Summer28



関係を示した研究がある。イノベーションは、一般に
プロダクトイノベーション（Product Innovation）とプ
ロセスイノベーション（Process Innovation）に分類さ
れる。プロダクトイノベーションは、製品のデザイン
や性能などといった製品自体を改善するイノベーショ
ンを意味し、プロセスイノベーションは、その製品を
安いコストで生産するために行われる生産工程を改善
するイノベーションを意味する。これらのイノベー
ションと企業数の間には図表2のような関係がある。
　期間Aでは企業数が増加する。ここでは、プロダク
トイノベーションが盛んに行われており、既存企業や
新規企業による新しいデザインや性能を持った製品が
次々に生産される時期である。やがて、これらの製品
の中からスタンダードなデザインや性能が決まると、
次はそれを低いコストで生産する段階になる。これ
が期間Bで、この段階になると、プロダクトイノベー
ションは減少してプロセスイノベーションが増加する。
そして、プロセスイノベーションによるコストの削減
に成功した企業がマーケットシェアを伸ばし、失敗し
た企業は市場から退出することになる。したがって、
企業数が減少して寡占化が進行する。
　この過程において企業の参入パターンは2つ存在す
る。参入企業数が時間とともに増加するがやがて参入
企業数が減少するパターン（参入パターン 1）、および、
スタート時点で参入企業数が最大になり、その後は
参入企業が継続的に減少するパターンである（参入パ
ターン 2）。どちらのパターンも、産業内ではイノベー
ションを伴う競争が継続的に行われているにもかかわ
らずやがて企業数は減少する（Klepper, 1996）。
　このイノベーションと企業数の関係については、
Utterback and Abernathy （1975）、およびBresson 
and Townsend （1981）などによるケーススタディに
基づくものであり、プロダクトとプロセスの両方の
R&D（研究開発）の機会が十分に存在する産業におい

て成り立つ傾向がある 5）。
　この理論は、すべての産業に成り立つ普遍的なもの
とは言い難いが、現実へのインプリケーションとして、
プロダクトイノベーションが盛んに行われている期間
においては企業数が増加する傾向にあり、プロセスイ
ノベーションが盛んに行われている期間においては企
業数が減少する傾向があると解釈すべきであろう。

　3. 寡占市場と超過利潤

　前節では寡占市場が起こる要因として、参入障壁と
イノベーションの問題を取り上げた。ここでは、これ
らの考えが厳密に成立するかどうかを検討するのでは
なく、これらが提唱するように、現実の市場において、
ある程度の寡占化が避けられないことを受け入れて、
その状況のもとで、市場の効率性や社会厚生を高める
手段について検討する。
　産業組織論の伝統的な流れの中に既存企業と潜在的
な新規参入企業に焦点を当てた研究があり、その1つ
にBaumolらによって1980年代に提唱されたコンテス
タブルマーケット理論がある。これは一定の条件のも
とでは、市場の企業数に依存することなく効率的な資
源配分（資本や労働等を効率的に使用した経済学的に
望ましい状態）が実現するというものである。潜在的
な競争者の脅威が、既存企業の価格を経済学的に望ま
しい状態にまで低下させるという考え方である。
　コンテスタブルマーケット理論では、既存企業は、
潜在的参入企業が利潤を最大化する形でその市場に参
入してくることを前提として行動する。また、新規事
業者は参入に対して特別なコストはなく、技術につい
ても既存企業と比べてデスアドバンテージはないもの
とする。つまり、参入障壁はまったくなく、潜在的参
入企業は既存企業と同じ技術やコストで供給できると
仮定する。次に、完全競争の場合、参入企業によって
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供給曲線が右シフトして均衡価格が下落するが、既存
企業が供給する現在の価格で利潤を評価するという仮
定を置く。さらに、均衡における企業の供給が長期的
に持続可能となる（Sustainable）条件として、その財
の需要量と供給量が常に一致しなければならないこと、
均衡価格では既存企業の利潤は必ずゼロ以上になるこ
と、そして、既存企業の設定した価格で参入しようと
する潜在的参入企業には利潤が発生しないことである

（Baumol et al,1982）。
　図表3による簡単な説明を加える。
　いま、既存企業がある財（商品）を価格Pa、数量Qa
で供給していたとする。このとき、既存企業の価格は
MC>Pa=ACとなるため、潜在的参入企業は、既存企
業の価格Paよりも低い価格P（Pa>P≥Pb）で参入する
ことができ、かつ非負の利潤（π≥ 0）を得ることがで
きる。したがって、既存企業のこの価格は潜在的参入
企業の参入を招くため、価格Paで長期的に安定した供
給はできない。
　図表4では、既存企業は価格Pcで数量Qcの財（商
品）を供給している。このとき、Pc=AC>MCである

ため、潜在的参入企業はPcよりも低い価格Pで参入し
たとしても、Pc=AC>P≥ MCとなり利潤は負になる。
したがって、潜在的参入企業は参入しない。このとき、
既存企業の価格はPc=AC≥MCとなるが、これは長期
的に安定した供給ができる価格であり、コンテスタブ
ルマーケットの均衡となる。
　以上から、コンテスタブルマーケットの主な前提と
結果をまとめる。

（前提）
1．参入・退出に対してコスト（参入障壁・埋没費用）
がない。
2．参入・退出が自由。
3．既存企業も潜在的参入企業も技術水準は同じ。
4．潜在的参入企業が参入しても、既存企業は価格を
変更しない。または変更できないような規制がある。

（結果）
P= AC≥MCが成り立つ（既存企業の利潤はゼロにな
る）。
　この結果は、ラムゼイの平均費用価格規制に等しく
なる。この理論の解釈として、無数の企業を前提とす

図表3  持続不可能な価格設定（潜在的参入企業が参入する状態）

 

 

時間

企業数

期間A 期間B

生産者数
（総企業数）

数量

価格

数量

価格

D（需要曲線） D（需要曲線）

AC（平均費用曲線）

参入パターン1
（参入企業数）

参入パターン2
（参入企業数）

MC（限界費用曲線）

AC（平均費用曲線）

MC（限界費用曲線）

a

c
b

Qb

Pa
Pb

Pc

Qa Qc

Vol.22 2015 Summer30



る新古典派完全競争モデルの効率性や産業構成の命題
が、企業数には依存することなく成り立つことである

（衣笠, 1995）。

　4. 理論モデルの現実への適用

　コンテスタブルマーケットが成り立つならば、企業
数に依存することなく効率的な資源配分が実現する。
経済理論は完全な形で現実に当てはまることはないと
いう限界を意識しつつも、天然ガス小売市場のコンテ
スタブルマーケットの可能性について検討する。
　イギリスの小売部門の完全自由化は1998年でEU諸
国の中で最も早い。この自由化の意義は電気とガスの
市場の融合、およびEU諸国のマーケットの統合によ
る競争促進である。この競争促進によって最終的に小
売価格の低下を目指すものであった。
　1990年代は、ノルウェーやロシアといった新たなガ
ス田の開発が行われた時期であり、スポットマーケッ
トの成長がみられた時期でもあった。この天然ガス市
場の供給能力の拡大は天然ガス卸価格の下落圧力と

なって、新規事業者にとって参入しやすい環境をもた
らした（Weir, 1999）。
　イギリスの場合は、自国の電力事業者や隣国の電力・
ガス事業者等が参入して既存事業者であるCentricaの
市場シェアを奪っていった。新規事業者は参入する際
に、託送供給制度（Third Party Access）によってパ
イプライン輸送会社の設備を利用してガスを供給する
ため、新規設備投資をほとんど必要としない。また、
隣国のガス事業者や場合によっては電力事業者でさえ、
既存事業者と技術水準はほぼ同じであったと考えられ
る。そのため、Stigler（1968）の意味での参入障壁は
小さく比較的容易に参入できたと思われる。
　参入における新規事業者の戦略は低価格であった。
既存事業者が上流企業から長期契約でガスを購入する
一方で、新規事業者はスポット市場や短期契約での購
入によって低価格でガスを販売した。そのため、新規
事業者は価格に敏感な大口の需要家から顧客を獲得し
ていった。市場では、メンテナンスサービスを付加す
る、電気とのセット購入割引を行う、エネルギー消費
に対するコンサルタント業務を行うなどの付加価値を

図表4  持続可能な価格設定（潜在的参入企業が参入しない状態）

 

 

時間

企業数

期間A 期間B

生産者数
（総企業数）

数量

価格

数量

価格

D（需要曲線） D（需要曲線）

AC（平均費用曲線）

参入パターン1
（参入企業数）

参入パターン2
（参入企業数）

MC（限界費用曲線）

AC（平均費用曲線）

MC（限界費用曲線）

a

c
b

Qb

Pa
Pb

Pc

Qa Qc
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伴ったサービスも行われていたが、天然ガスのような
エネルギーは基本的に差別化が困難な商品であるため、
新たな技術によって新製品を生み出してライバルに勝
つといった戦略がとりにくく、価格による競争が中心
になった。その結果、事業者の関心はプロダクトイノ
ベーションよりもプロセスイノベーションへ向かい、
寡占市場を招いたと思われる 6）。
　今後のイギリスの市場をはじめとした寡占市場への
対策として、参入障壁をBain（1968）やWeizsacker

（1980）のように広義に捉えて、政策的に新規参入企業
への優遇策を行うことで参入障壁をさらに小さくする
とともに、電気・ガスの市場統合だけでなく、石油や
水素などの市場も統合してマーケットの範囲を広げる
ことでプロダクトイノベーションをしやすくする環境
を作るべきである。そして最終的には、新規事業者が
いつでもコストレスで自由に参入・退出ができる状況
を作り、常に潜在的参入企業が存在するコンテスタブ
ルマーケットに近い環境にすることで、超過利潤を解
消するべきであると思われる。

　5. まとめ

　本稿では、天然ガス市場の寡占化の問題について、
自由化で先行するイギリスの例を参考に寡占化が進行
する理由とその対策について検討した。
　結論として、天然ガス市場をはじめとした現実の市
場では、古典的経済学が理想とする完全競争市場が成
り立つことはなく、参入障壁、プロセスイノベーショ
ンなどによってある程度の寡占市場化は避けられない。
そこで、寡占市場のもとで企業の超過利潤を解消する
ことを考えた結果、コンテスタブルマーケット理論が
提唱する潜在的参入企業の存在が既存企業の超過利潤
を考えるうえでポイントになることがわかった。
　公益事業は、ユニバーサルサービスの性質を有する
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ため、事業者に超過利潤が生じることは望ましくない
が、参入規制や価格規制といった従来の政策手段で超
過利潤を解消させるのもまた前近代的で望ましくない。
コンテスタブルマーケット理論が従来の政策手段を代
替するとは言い難いが、このような比較的新しい理論
を参考に試行錯誤を繰り返しながら競争を通じて効率
的な市場を構築していくことが、今後の公益事業の分
野で重要になるものと思われる。
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注 カッコ内の国名はその企業が本社を置く国で、UK、GE、SP、FRはそれぞれ、イギリス、ド
イツ、スペイン、フランスである。Centrica（British Gasの小売部門）はイギリスの既存ガス事
業者、SSE（Scottish and Southern Energy）は1998年にイギリスの電力事業者の合併によって
生まれた電力・ガスの総合エネルギー事業者、RWE npowerはドイツ第2位の電力会社、そし
て、Scottish Powerはイギリスの民営化に伴って1990年に設立された電力事業者である（2006
年にスペインのIberdrolaの子会社になった）。

ここでの利潤率は、売上から総費用を差し引いた利潤をもとに導出しており、これを社会的に
望ましくない超過利潤と定義するのは問題があるかもしれない。しかし、イギリスの天然ガス
規制機関であるOfgemは、競争の欠如が原因でこの利潤率が上昇していると捉えており、市場
の競争を促進させることでこれを解消させようとしている。

Bain（1968）は、製品差別化の優位性と大規模生産による優位性（規模の経済性）が結びつくと、
異常に高い参入障壁になると述べている。

資源とは、ここでは資本投入量や労働投入量のことを意味する。例えば、特許の保護が過少で
あると模倣者の過剰な参入を招くこと、逆に特許の保護が過剰であると過剰な発明活動が行わ
れること、あるいは、安易な輸出課徴金による国内産業の保護の欠如が、その産業の生産量を
過少にすることなどがある。これらの制約が資本や労働といった生産資源を望ましい状態から
乖離させてしまうこと。

なお、このモデルは、産業の特徴や企業規模などに大きく影響する。産業によっては、全く成
り立たないケースもある。天然ガス産業が成り立つかどうかの検証は私が知る限りなく、今後
の研究が必要である。

ここでは、天然ガス採掘技術の向上、耐久性の強いパイプラインの敷設、LNG輸送の技術革新、
貯蔵設備の改善、スマートメーターの使用などに加えて、オイルにリンクしない新しい契約形
態の締結などもプロセスイノベーションと捉えることとする。

1）

2）

3）

4）

5）

6）　
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　1. はじめに

　紀元前450年の古代ギリシアに、自軍の勝利を母
国に伝えるために約40kmを走り抜いた兵士が絶命し
たという故事がある。この故事はマラソンの由来と
して有名であるが、実は情報通信の故事としてとら
えることもできる。約40kmではなく約220kmを「兵

士」ではなく「職業的飛脚」が走破したのが真相であり
（Paleologus, 1989）、古代ギリシアでは足の速い若者
を飛脚として育てる制度が成立していたというから（星
名, 2006）、情報通信は古代ギリシアの時代から重要な
営みであったことがわかる。
　この故事から約2500年、今や、情報通信は巨大な
産業となった。平成26年版『情報通信白書』によれば、
平成24年における情報通信産業の国内生産額（名目）

情報通信産業は巨大で複雑で不確実性に満ちているため、
過去・現在の理解はもちろん、将来の予測も非常に困難である。
そこで本稿では、価値創出という観点から情報通信という営みをとらえることで、
情報通信産業発展の歴史の理解と将来予測を可能とする概念的な枠組みの構築を試みる。
まず、情報通信という営みを①送り手の情報化、
②通信、③受け手の情報化の3つのプロセスに分けて定義する。
次いで、情報通信という営みの持つ本質的な機能を、価値と費用に注目しながら整理する。
最後に、情報通信の価値増大を通じた産業発展の枠組みを提案する。

キーワード
情報通信産業　産業発展　情報技術　通信技術　技術的不均衡
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情報通信産業の発展を
理解する枠組み
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は81.8兆円で、全産業の8.9% を占める、国内最大の
産業となっている。この巨大な産業は「スピード」と

「多様性」に特徴があり、新製品・新サービス・新ビジ
ネスの創造が日常的に起きているところが、造船・鉄
鉱・自動車などかつての日本を支えた産業と決定的に
異なっている。
　たとえば、90年代中盤には9600bpsに過ぎなかった
携帯電話の通信速度は、今やその1万倍の100Mbpsを
超えるまでに進歩した。情報通信機器の性能を決定づ
ける半導体の集積度は、ここ40年、ムーアの法則通り
に向上して100万倍にもなった。こうした急速な技術
進歩を背景に、多様なビジネスも生まれた。PCとイ
ンターネットの普及によってデジタル情報をオンライ
ンで提供するサービスが登場し、次いで検索サービス
が生まれた。スマートフォンの登場により、日常的に
人々をつなぐSNSの普及が加速化した。
　こうした「スピード」と「多様性」に伴う不確実性
が、情報通信産業に従事する人々を悩ませている。「今
後どんな技術に投資すべきなのか、将来どんなビジネ
スが有望なのか」を実務家は日々自らに問いかけ続け、
いかなる変化に対しても柔軟に対応できるように準備
しなければならない。しかし、考慮すべき不確実性は
あまりに巨大である。
　本来であれば、筆者たちのような学者が産業の発展
パターンを説明する理論を構築し、将来の変化をとら
える手がかりを実務家に提供できればよいのだが、そ
れも容易ではない。情報通信産業の範囲や境界は曖昧
だし、さまざまな技術やビジネスが複雑に絡み合って
いるために、個別の理解を積み上げても簡単には全体
像を把握できないからだ。
　このように、情報通信産業は複雑でとらえどころが
ないから、理解が難しい。しかし、どんな産業の発展
にも理由があるし、その発展の方向がランダムに決め
られるとは考えられない。そうであるならば、過去の

発展経路を理解することができれば、将来の発展やそ
の方向性を占う上での重要な示唆が得られるはずであ
る。このような期待に基づいて、少々大胆な試みでは
あるが、本稿では、情報通信産業の発展を体系的に説
明する概念的な枠組みを提示してみたい。

　2. 価値という視点

　一般に、製品やサービスの提供に要する費用を超え
た価値を人々が認めるとき、そこに経済価値が生まれ、
顧客となる。そして顧客層が拡がるとともに、産業は
成長していく。情報通信産業も例外ではなく、急速な
発展の背後には「情報通信」が創出する「経済価値」の
飛躍的拡大があった（石井, 1994；武田編, 2011）。
　では、情報通信産業はいかにして経済価値を拡大さ
せてきたのであろうか。この問いに答えるためには、
個別の企業やビジネスの単純合計ではなく、情報通信
産業を1つの主体としてとらえる必要がある。個々の
ビジネスの成長から産業の成長を描くのであれば、「情
報通信産業」という概念は単なるラベルに過ぎなくな
り、総体としての将来像を描くことの意味が喪失して
しまう。
　そこで本稿では、情報通信産業を「情報通信という
営みによる価値創出に貢献する産業」と、価値の視点
からひとまず定義したい。「情報通信による価値創出」
に体系やパターンが存在するのであれば、それは産業
の活動に構造を与えることになり、情報通信産業全体
としての発展を語る意味も出てくるからだ。
　「情報通信による価値創出」を体系的に理解するため
には、情報通信がどのような機能を社会に提供するの
かを明らかにしなければならない。顧客が価値を認め
るのは製品やサービスが実現する機能に対してである
から、情報通信が提供する機能の本質を把握すること
が、情報通信による価値創出の体系を理解する第一歩
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となる。そこで、情報通信を定義し、その機能を明ら
かにすることから本稿の議論を始めよう。

　3. 情報通信の定義と機能

3-1　情報通信の3つのプロセス
　本稿では、図表1のように、①送り手の情報化、②
通信、③受け手の情報化の3つのプロセスをあわせて

「情報通信」と定義する。以下、順に説明していこう。

3-2　送り手の情報化プロセス
　私たちは、私たちとは独立して存在する「現象」の
中に生きている。私たちはその現象を、五感や道具を
使って「観察」する。観察された現象は、機械や道具
によって「データ」化されたり、思考や感情といった

「思想」を脳内に喚起したりする。
　観察している現象・思想・データを他者に伝達した
いとき、私たちはその「伝えたいこと」を、伝達と観

察が可能な形に加工する必要がある。現象も思想も
データも、脳内や機械内にある限り、伝達や観察が不
可能だからだ。そこで私たちは、現象を思想やデータ
に置き換え、さらに思想やデータを符号化し、それら
を何らかの媒体に記録する。
　たとえば、温度計という道具と数字という符号を使
えば、温度というデータが得られる。そのデータを紙
に書き写せば、データの空間的な移動と他者による観
察が可能になる。ときには観察と符号化と記録が一体
化することもある。絵筆を使って景色をキャンバスに
描き出す行為がその典型例である。
　本稿では、現象・思想・データを観察と伝達が可能
な形に加工するプロセスを「情報化」と呼び、情報化
によって生成されたものを「情報」と呼ぶ。

3-3　通信プロセス
　情報は、情報の送り手から受け手へと何らかの方法
で「通信」される。たとえば、送り手の口腔から発せ

図表1  情報通信プロセス

情報 情報現象 思想
データ

通信観察

現象思想
データ

再生 再現

信号化符号化 復号化
観察

送り手の情報化プロセス 通信プロセス 受け手の情報化プロセス
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られた音韻は、空気を通じて受け手の鼓膜へと通信さ
れる。あるいは、キャンバスに描かれた絵画が配送業
者の手を経て受け手のもとに届くことも、通信の一種
である。
　情報はそのままの形で相手に通信されることもあれ
ば、さらに形を変えて通信されることもある。イン
ターネットに代表されるデジタル通信技術を利用する
場合には、情報は規定のプロトコルに従って信号化さ
れ、その信号が受け手へと通信され、さらに受け手に
よって復号化される必要がある。信号化と復号化のプ
ロトコルは、利用する技術や時代によって、さまざま
である。

3-4　受け手の情報化プロセス
　情報――手紙、絵画、電子ファイル――を受領した
受け手が価値を享受するためには、それを観察しなけ
ればならない。手紙や絵画の場合には情報そのものを
観察すれば良いが、音声や動画の電子ファイルの場合
には、それを観察可能な形へと「再生」する必要があ
る。たとえばMP3形式の音楽電子ファイルであれば、
PCのソフトウェアとハードウェアを利用して再生し
て初めて、受け手は情報を観察することができる。
　再生と観察の後も、受け手の情報化プロセスが続く
ことがある。それは、情報化や通信の過程で捨象され
てしまった現象を「再現」するプロセスである。たと
えば、海外に留学している息子から届いた「元気です」
という短い文章だけが記された絵はがきは、両親にさ
まざまなことを伝えるだろう。私たちがしばしば少な
い情報をきっかけにして背後にある捨象されたさまざ
まな現象――たとえば元気で楽しげな日々――を理解
するのは、知らず知らずのうちにそれらを「再現」す
るからである。

3-5　情報通信の機能
　送り手の観察から始まった情報通信は、受け手の再
現によって役割を終えることとなる。異国の地で元気
に過ごしているという「現象」は、本人によって「観察」
され、日本語を用いて「符号化」され、手紙に「記録」
され、それらが配送業者の手を経て家族のもとに「通
信」される。家族は手紙を「観察」し、その一言から息
子の様子を「再現」する。こうして、現象は情報と化
して時空間を超えて通信されることで、家族のもとへ
移転するのである。
　このような情報通信の本質的機能は、「現象を時間
や空間を超えて移転すること」と端的に表現される。
このような単純な理解には反論もあるだろうし、例外
もあるかもしれないが、少し時間をかけて考えれば、
情報通信産業に分類される営みのほとんどが、観察か
ら再現に至るプロセスのどこかに関わっていることが
わかるだろう。それらの営みが結合することによって
実現されているのは、結局のところ「現象の移転」に
他ならない。
　現象の移転によって私たちが受ける便益が、その移
転に必要な費用を上回る分だけ社会に価値が創出され、
産業は発展する。すなわち、産業は、便益を拡大する
ように、費用を低減するように、発展する。次節では、
価値と費用に注目しながら産業の発展メカニズムを考
察していこう。

　4. 情報通信の価値と費用

4-1　価値の逸失と費用
　会話、手紙、インターネット、テレビ、新聞、雑誌
――私たちの身の回りにはさまざまな情報通信が営ま
れており、私たちは日常的に多くの価値を情報通信か
ら享受している。とはいえ、私たちは常に完全に満足
できる情報通信を行っているわけではない。むしろ、
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さまざまな理由から妥協の情報通信を行っている方が
多い。
　たとえば、海外に留学する息子を持つ両親は、本来
ならば直接対面して情報通信を行いたいところを、手
紙や電話で我慢するだろう。なぜ我慢しなければなら
いかというと、両親か息子が物理的に移動するには大
きな費用がかかるからである。なぜ手紙や電話が我慢
になってしまうのかというと、直接対面と比べて得ら
れる情報の質や量が大きく劣るために、対面ならば得
られるはずの価値が逸失してしまうからである。
　本節では、この「価値の逸失」と「費用」を踏まえて、
情報通信の価値を階層的に理解していきたい。価値と
費用の関係性は、下の図表2のようにまとめられる。

4-2　潜在的な価値
　現象は巨大で複雑すぎるために、私たちはまず観察
によって現象を取捨選択し、ついでそれを他者が観察
可能な形態へとさらに単純化する。すなわち、現象の
持つ巨大な情報量を圧縮することこそ、情報化の本質
である。情報量の圧縮は、価値の逸失をともなう。カ
メラは景色を観察できるが、風の心地よさや薫りは逃

してしまうからだ。
　情報量の圧縮が小さくなるほど情報は現象に近づき、
価値も増大する。その価値は、圧縮がゼロ、すなわち
現象や思想が完全に移転されたとき、最大になる。こ
れが、情報通信の持つ潜在的な価値である。

4-3　実現可能な価値
　言うまでもなく、潜在的な価値がそのままに実現さ
れることはありえない。なぜなら、少なくとも現在の
技術では、現象や思想を完全に通信することは不可能
だからである。情報（化）技術と通信技術のもたらす制
約により、現象は移転可能なサイズへと圧縮され、同
時に実際に得られる情報価値も縮小していく。主とし
て技術的な制約により失われるこうした価値を、本稿
では「逸失価値」や「価値の逸失」と呼ぶことにする。
潜在的な情報価値から逸失価値を除いた部分が、情報
通信によって実現可能な価値である。

4-4　実現する価値
　情報通信にはさまざまな費用を要するから､ 実際に
私たちが享受できるのは実現可能な価値から費用を除

図表2  情報通信の価値と費用

潜在的な価値

実現可能な価値 逸失価値

実現する価値 費用
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いた部分だけである。この実際に獲得される価値を、
実現する価値と呼ぼう。
　価値にはさまざまな内容があると先述したが、本稿
では議論を単純化するために、価値の内容には注目せ
ず金銭に換算して考える。誰かに電話をかけるとき、
300円だったら払ってもいいが301円ならやめようと
思うなら、その実現可能な価値は300円である。この
とき情報通信費用が280円ならば、残りの20円が実際
に顧客にもたらされる価値であり、それを顧客と産業
で分け合うことになる。

　5. 情報通信産業の価値

5-1　価値増大の4 ルート
　情報通信が実現する価値が大きくなるほど情報通信
産業は発展する。では情報通信産業は、どのように実
現する価値を大きくできるのだろうか。そのルートは、
①費用を低減して実現する価値を高める、②逸失価値
を低減して実現可能な価値を高める、③情報通信の

「適合性」を高めて潜在的な価値を高める、④情報通信
ネットワークの規模を拡大して情報通信の全体量を拡
大する、の4つに大別される。

5-2　費用の低減
　情報価値が一定であるとき、情報通信の費用が小さ
くなればなるほど実現する経済価値は増大する。情報
通信の費用には、以下の3つが考えられる。
　第一の費用は、情報化費用である。たとえばある光
景を克明に情報化したいとき、カメラが無い時代は腕
の良い画家に絵筆を走らせてもらうしか方法がなかっ
た。この方法では、時間もかかるし、画家の給与や画
材代など金銭的負担も小さくない。しかし、カメラと
いう新技術が普及するようになると、その費用は飛躍
的に小さくなる。

　第二の費用は、通信費用である。通信費用の低減は、
まずは通信技術の進歩と密接な関係がある。通信技術
が進歩し、通信産業の規模が拡大するほど、費用は低
減していく。また同時に、情報化技術とも関係する。
価値を生み出すのに必要な情報量が小さくなればなる
ほど、通信の費用も低減するからである。
　第三の費用は、情報を活用する費用である。情報の
活用には、信号化された情報を再生する費用と、受け
取った情報から真に価値ある情報を選び出す費用が存
在する。たとえば、CDに記録された音楽データを再
生するためには、オーディオ機器が必要である。ある
いは、山のように届けられた情報の中から価値ある情
報を選び出すための時間も、費用の一例である。新聞
には価値があると考えられるが、記事によって読者に
対する価値の大きさは異なるから、読者は検索に時間
を費やすのである。

5-3　逸失価値の低減
　逸失価値が低減すればするほど実現可能な価値は増
大し、費用が一定であれば、それに伴って実現する経
済価値も増大する。情報通信の逸失価値は、通信され
る情報の豊かさと、情報化と通信の即時性によって制
約を受ける。

①情報の豊かさ
　情報の豊かさとは、その情報がどれだけありのまま
に現象や思想を再現しているかという概念である。た
とえば、グランドキャニオンの雄大な景色を日本にい
る友達に伝えようとスマートフォンで動画を撮って送
信しても、おそらく目の前の雄大な景色を十分には伝
えきれないだろう。技術的な限界ゆえにレンズがとら
える光量には限りがあり、実際の景色の大部分を捨象
せざるをえないからである。情報通信産業は、この現
象の欠落をなるべく小さくすべく発展してきたといえ
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る。「より現実的に、より豊かな情報を」という流れは、
情報通信の価値を増大させる発展過程で一貫して存在
している。

②情報の即時性
　逸失価値を低減するもう1つのルートは、情報移転
のタイムラグを小さくし、現象の観察から通信完了ま
での即時性を高めることである。情報通信の価値は即
時性が高まるほど大きくなる。通話中に、音声に遅延
が生じれば、おそらく不快な感じを経験するだろう。
また時に、即時性が決定的に重要になることもある。
たとえば、車の運転中、道路に飛びだしてきた子供を
見て急にブレーキペダルを踏んだとき、もし、制動の
信号が即時にブレーキに伝達されなければ、大変な事
故になりかねない。情報移転の即時性の価値は状況に
よって異なるのだが、いずれの場合も、即時性が高ま
ることが価値の増大につながる点では同じである。

5-4　潜在的な価値の増大
　世の中には主体間で情報を移転することで価値を創
出できる無数の機会があるが、その機会がどこにあり
どれだけの価値があるかは、必ずしも事前には自明で
はない。私たちは収穫の無い情報通信も覚悟しながら、
価値を求めて情報通信を試行する。この価値ある情報
通信の機会を発見する精度と効率の向上も、情報通信
産業の発展の歴史とともにある。
　情報通信は、適切な相手に適切な内容の情報が通信
されたとき、価値を生む。すなわち、情報通信を行う
相手がどれだけ適切か、情報内容がどれだけ適切か、
この2つの適切さ＝「適合性」を高めることが、情報通
信産業の価値増大の1つのルートである。
　たとえば著者たちにとって、ロシア語の情報はほと
んど無価値である。ロシア語を解さない著者たちは、
ロシア語の情報通信の相手として適切ではない。この

とき情報通信産業は、ロシア語を理解できる別の誰か
を探すか、著者たちが価値を認める日本語の情報を探
すことで、価値を創出できるのである。

①相手の適合性
　「自分の欲しい情報を誰が持っているのか／自分の
持っている情報に価値を認めてくれるのは誰か」がわ
からなければ、価値ある情報通信は実行されない。顧
客が主体的に相手を探してくれればよいが、そうでな
ければ機会は死んでしまう。そうならないために、情
報通信産業は「適切な情報通信相手」を探すサービス
を発展させてきた。
　たとえばマス・コミュニケーションは、広告主に
とって適切な情報通信相手を探し出すサービスの典型
例である。新聞やテレビを通じて広範囲に情報通信を
試行すれば、受け手の何%かは価値を認めてくれるだ
ろう、という発想だ。インターネット上の行動解析と
連動したターゲット広告は、マス・コミュニケーショ
ンをより洗練させたサービスである。

②内容の適合性
　Googleをはじめとする各種の情報検索エンジンは、
情報の持ち主探しを支援するサービスの例である。欲
しい情報のキーワードと一致する情報を提示すること
で、探し主が価値ある情報通信を実現する手助けをし
ている。最近では、「あなたはこういう情報が欲しい
のではないですか」と、より能動的に情報通信を促す
サービスも登場している。通販サイトなどでよくみら
れる「レコメンデーション機能」は、私たちの中にあ
る私たちが無自覚の情報通信ニーズを刺激するサービ
スである。

5-5　情報通信量の拡大
　最後の価値増大ルートは、社会全体の情報通信量の
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拡大である。情報化技術によって情報の量が大きくな
るほど、通信技術の進歩とインフラの普及によって通
信ネットワークの規模が大きくなるほど、情報通信の
総量も増えて産業が獲得する対価も大きくなる。また、
費用が小さくなるほど、より小さい経済価値しか持た
ない情報通信も実行されるようになるから、結果とし
て情報通信の総量は拡大する。そして情報通信の総量
が拡大すれば、情報通信産業が獲得する対価も増大す
るのである。

　6. 本稿の示唆

6-1　まとめ
　本稿では、情報通信産業の発展を理解するために、
第一に、情報通信を「送り手の情報化」「通信」「受け
手の情報化」という3つのプロセスからなる営みであ
ると定義して、その機能を明らかにした。第二に、情
報通信の価値と費用を階層的に分類するフレームワー
クを提示し、その上で、情報通信産業に発展をもたら
す価値の増大が、（1）費用の低減、（2）逸失価値の低減、

（3）情報通信の「適合性」の向上、（4）情報通信量の拡
大、という4つのルートを通じて生じることを説明し
た。
　本稿で展開した上記2つの議論は、情報通信産業の
過去の発展経路の理解に貢献するとともに、今後の産
業発展の方向性を占う上でも重要な手がかりを与える
と考えられる。以下、結びとして本稿で提示した議論
をもって情報通信産業を少しだけ考察してみることと
しよう。

6-2　情報と通信の均衡
　情報通信を、情報化（観察、符号化、再生、再現）と
通信（信号化、通信、復号化）の両輪からなるシステム
だと考えると、それが効率的に機能を発揮するためシ

ステムの各要素が常に均衡する方向で発展が促される
と予測することができるし、実際にそのように発展し
てきたと解釈することもできる。
　たとえば、Windows 95を契機にインターネットの
需要が高まると、通信技術が急速に発展し、通信イン
フラも瞬く間に普及した。やがて光ファイバーが張り
巡らされて通信技術が十分な発展段階を迎えると、ス
マートフォンに代表される小型の情報機器が登場し、
日進月歩で進化した。小型情報機器が高度な性能を備
えて通信容量を圧迫するようになると、今度はWi-Fi
ネットワークが爆発的に普及するようになった。この
ように、情報化と通信は互いに互いの起爆剤となりな
がら発展してきた。
　こうした見方からすると、ここ数年は、通信技術の
時代であったといえる。スマートフォンは持続的に進
化してきてはいるものの大きな革新は迎えていない。
一方の通信技術は特に無線通信において断続的な発展
がみられた。これで通信容量に少し余裕が生まれるよ
うであれば、次の数年は再び情報技術の時代になると
予測することができる。
　その1つの例として「観察」を強化するセンサー技術
の進歩がある。近年、体内にセンサーを埋め込んで健
康状態を常時監視する技術などが、次世代技術として
注目されている（内閣府, 2015）。こうした技術と非常
に相性が良いのが、堅固で常時性が高く、省電力な無
線通信ネットワークである。両者が融合すれば、たと
えば医療現場における大幅な省力化が実現され、社会
に大きな価値を創出しうるかもしれない。そしてセン
サー技術の進歩はやがて、また次の数年の通信技術の
進歩を促すだろう。

6-3　価値創出の潜在性
　情報通信による価値の増大が4つのルートによって
生じるという本稿の枠組みも、今後の産業発展の方向
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とビジネスの可能性を判断する手がかりを提供すると
思われる。
　たとえば、第2のルートである「逸失価値の低減」を
検討してみよう。情報通信プロセスの全体を俯瞰した
ときに、逸失価値を低減できる潜在性がどこに存在し
ているだろうか。その潜在性を評価することができれ
ば、次にどこが発展の原動力になりうるのか、どこに
ビジネスの可能性があるのかを判断する有益な情報が
得られる。
　こうした視点から注目に値するのは、情報通信プロ
セスの最後の部分にある「再現」である。「再現」とは、
受け取った情報から元の現象を再構成する活動であり、
通常は受け手の内部（脳）で行われている。送り手の情
報化技術、通信技術と比べて、ここはこれまで相対的
に手薄になっていた分野であったように思う。しかし、
この分野に最近新たな動きがあるようにみえる。
　たとえば、最近のオーディオ機器にはMP3やCDな
どの音源のサンプリング周波数を自動で高める機能

（アップサンプリング）が搭載されるようになっている。
これは、送り手による情報化段階で失われた情報を擬
似的に再現するものであるが、受け手による再現プロ
セスを支援する技術だと解釈することもできる。
　似た種類の技術としてNHK放送技術研究所の話速
変換という技術がある（三木ほか, 2010）。これは、テ
レビやラジオで流れるニュースの読み上げスピードを
受像機側で自動的に遅らせる技術である。一般に私た
ちは加齢によってテレビのニュースなどから発せられ
る情報を脳内で十分に再現することができなくなるが、
話速変換技術はこの再現プロセスを支援・補完する技
術だと解釈できる。

6-4　おわりに
　先のみえない将来を考える際には、本稿で提示した
ような単純だが本質的なフレームワークがきっと役に

立つだろう。重要なことは、「時空間を超えた現象の
移転」が情報通信の本質的な機能であり、その機能を
実現するために、情報化プロセスと通信プロセスが車
の両輪のように不可分なものとして駆動しているとい
う点、そして、情報通信による価値の創出には複数の
ルートが存在しており、それらが総合して産業発展を
形作っているという認識である。
　産業の発展の歴史と全体像を俯瞰して「情報と通信
の融合」と「価値創造ルートの組み合わせ」に革新をも
たらすプレーヤーこそが、今後も産業を大きく動かす
主体となるのではないかと思える。
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より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られることや、国民に対するプッシュ
型の行政サービスを行うことが可能となることを目的とした「社会保障・税番号制度（以降、「番号制度」という）」
の導入が図られることとなった。この番号制度の導入に当たっては、セキュリティ対策やプライバシー保護の観点
から、番号の振り方や持ち方の工夫、データ管理の徹底等の技術的な対策、さらには中立的な第三者によるアクセ
スログ監視等が実施される予定である。日本国憲法では個人の尊重を規定し、個人情報保護法制においても個人の
権利利益の保護が目的とされていることから、番号制度における個人データの保護対策も、個人単位となってい
る。一方、地方自治体の行政サービスにおいては、特に社会保障の給付サービスや税の控除等を中心に、住民の個
人データを「世帯」単位で利用しているのが実態である。このため、そうした地方自治体の「世帯」単位による個人
データの利用実態に即した個人データの保護対策が求められる。
本稿では、こうした地方自治体の「世帯」単位の個人データの利用実態を考察した上で、番号制度の導入を踏まえ
た地方自治体の個人データの利用と保護対策のあり方として、制度ごとに世帯を設定した住民の個人データに対し
て、世帯情報として地方自治体全体として統一的に管理する仕組みが求められることを指摘した。

株式会社コミュニティ・クリエイション 地域情報サービス推進室長

瀧口 樹良 Kiyoshi Takiguchi

番号制度の導入を踏まえた
地方自治体の個人データの
利用と保護対策のあり方
─世帯単位による個人データの利用実態に着目して─

キーワード
社会保障・税番号制度（番号制度）　地方自治体　個人データ　「世帯」単位　世帯情報
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　1. 問題意識

　2001年に政府による「e-Japan戦略」が開始されて以
降、政府及び全国の地方自治体における情報化が積極
的に取り組まれてきた。しかしながら、情報化を通じ
た行政サービスのワンストップ化は未だに実現に至っ
ていないのが実情である。こうした状況の中で、年金
記録問題等を契機とし、より正確な所得把握が可能と
なり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる
ことや、国民に対するプッシュ型の行政サービスを行
うことが可能となることを目的とした「番号制度」の
導入が図られることとなった1）。この番号制度の導入
に当たっては、セキュリティ対策やプライバシー保護
といった側面等から、様々な不安や懸念が指摘されて
いる。既に類似した番号制度の導入が図られている欧
米を中心とした諸外国では、こうした懸念の解決策と
して、番号の振り方や持ち方の工夫、データ管理の徹
底等の技術的な対策、さらには中立的な第三者による
アクセスログ監視等が実施されており、日本において
も、番号制度が導入されても、従来通り住民の個人
データは、各行政機関等が保有し、他の機関の個人
データが必要となった場合にのみ照会・提供を行うこ
とができる「分散管理」の方法を採用している。さら
に、様々な個人番号の取り扱いに関する規制や事後的
な救済等の本人同意を原則とした仕組みが採用されて
いる。
　こうした仕組みのもととなる個人情報保護法制にお
いては、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権
利利益を保護することを目的とする（個人情報の保護
に関する法律第1条）」ことが基調となっており、個人
データの保護は、収集・利用の制限、及び本人関与
等、住民の個人データに対して個人単位を前提として
おり、国際標準に合致したものである。特に欧米諸国
では「自立した個人」という発想が徹底しているため、
行政サービスにおける個人データの利用と保護は、個
人単位を前提としている。そのため、本人同意の仕組
みを原則とする「自己情報コントロール権」を保障す

るものとなっている。
　一方、第二次世界大戦の後に成立した日本国憲法は、
戦前のいわゆる家制度を否定し、「すべて国民は、個
人として尊重される（日本国憲法第13条）」と規定した
にも拘わらず、日本の行政サービスでは、特に社会保
障制度の分野で、扶助や給付の対象を「個人」として
捉える場合よりも「世帯」として捉える場合の方が多
く、世帯単位に基づいて業務が行われている。例えば、
住民基本台帳法では原則として「住民票は個人を単位
として世帯ごとに編成され（住民基本台帳法第6条）」、
また生活保護法では、最低生活の保障を目的とする公
的扶助である生活保護の要否判定は「世帯単位の原則

（生活保護法第10条）」として定められている。さらに、
現行の社会保障制度の分野の様々な給付サービスに関
する申請・受給手続きも世帯単位で行われ、例えば、
一定年齢以上の老人に支給される無拠出制の基礎年金
においても、夫婦の年金額は単身者の1.5倍程度に設
定される等、社会保障制度の分野では「世帯」として
捉えるケースがほとんどである。「世帯」単位とする理
由としては、住民生活が実際に世帯を単位に営まれて
いる以上、社会保障は世帯構成に応じて生活の必要度
を判断すべきとの考え方に基づいているからである 2）。
このため、地方自治体の行政手続きにおいて、個人が
申請主体の場合でも、ほとんどのケースで「世帯」単
位として個人データが利用されている。
　日本国憲法では個人の尊重を規定し、個人情報保護
法制においても個人の権利利益の保護が目的とされ、
あくまでも個人単位としている。一方、地方自治体の
行政サービスにおいては、特に社会保障制度の給付
サービスや税の控除等を中心に、住民の個人データが

「世帯」単位で利用されていることから、様々な問題が
生じている。例えば、「世帯」単位（組合員「世帯」単
位）で送付している「医療費通知」は、被保険者一人ひ
とりの同意がなければ、被保険者一人ひとりに発行す
る必要があるものの、特段の申し出がない場合は「医
療費通知を『世帯単位（組合員「世帯」単位）』でまとめ
て発行」することに同意したもの（黙示の同意）として
取り扱い、「世帯」単位で「医療費通知」が行われてい
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る。このことが、DV（ドメスティックバイオレンス）
等で個人データの取り扱いのミスを誘発する危険性

（リスク）をはらむこととなる。こうした危険性を示す
事件として、例えば、柏市が2013年11月20日に元夫
からDVを受けて離婚した女性の転居先住所が載った

「子ども医療費助成受給券」を、誤って元夫宅に送った
ケースがある。このため、元夫は、女性の転居先住所
を知ることとなり、この女性は身の安全を確保するた
め、別の場所へ引っ越しを余儀なくされてしまったの
である。こうした地方自治体の個人データの誤った取
り扱いのケースは多発しており、番号制度の導入によ
り、さらにその危険性が高まることが懸念される。

　2. 地方自治体の個人データの利用実態

　地方自治体が収集し保有している住民の個人データ
は、社会保険、年金、医療助成、失業給付、老齢給
付、公的扶助（生活保護）、児童手当、社会保障等であ
り、地方自治体が行政サービスを提供するために利用

されている。
　例えば、川口市では、7けたの市独自の番号3）をそれ
ぞれ住民に紐付けて、個人データを名寄せにて突合し、

「所得情報」等を把握・捕捉した上で、住民基本台帳等
の「家族（世帯）構成情報」に基づく扶養控除等を考慮
し、課税しているほか、住民基本台帳の住所等の「居
住情報」に基づき、転出した住民等に対しても課税し
ている（川口市［2010］）。さらに、これからの「所得情
報」や「課税情報」を福祉部・健康増進部に提供し、住
民基本台帳の住所等の「居住情報」や「家族（世帯）構
成情報」を踏まえて正確な保険料や税額を算定すると
共に、適正な給付行政サービスを実施するために利用
している（図表1参照）。
　このように、地方自治体の行政サービスにおいて、
特に社会保障制度の給付行政サービスでは、「居住情
報」や「家族（世帯）構成情報」、「所得情報」や「課税情
報」等の住民の個人データを、「世帯」単位で利用して
いる。例えば、社会保障制度の給付行政サービスでは、
給付資格の要否判定を行うに当たり、資格要件を確認

図表1  川口市における税と社会保障の連携による個人データの利用方法

住民基本台帳・戸籍

経理部

課税情報

税額決定・徴収

所得情報

“世帯単位”

福祉部・健康増進部

納税者
（住民）

事業者

税務署
（所得税は当年度所得）

⇒課税情報などによる資力調査の上、設定し、自立支援等を実施

生活保護

⇒課税情報などにより所得に応じた保険料（税）の算定や軽減

国民健康保険・後期高齢者医療制度

⇒課税情報などにより所得に応じた保険料の算定や高額介護
　サービス費の支給

介護保険

⇒課税情報などにより所得制限の給付認定要件を確認

児童扶養手当

確定申告書
（税務署経由）

住民税申告書

給与支払
報告書等

扶
養
家
族
等
の
情
報
提
供

支
払
調
書
の
閲
覧
等

住民票
コード

世帯状況
出生・死亡
転出・転入

連
携

①本人及び世帯の現住所と家族（世帯）構成の確認
⇒住民票及び戸籍謄本

②本人及び世帯の所得額の確認
⇒源泉徴収票又は課税証明書

名
寄
せ
・
突
合

氏
名
・
住
所
・
市
独
自
の
整
理
番
号
等
に
よ
る

住
民
情
報

1月1日時点の最新
の住所情報が必要

1月1日時点の市民が
対象（前年所得）

市独自の整理番号
を活用

地
方
税
課
税
台
帳

出典：川口市［2010］に対して筆者加筆修正
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するため、「世帯」単位での所得確認を行っている。
　このような地方自治体の「世帯」単位での個人デー
タの利用実態を、社会保障制度をはじめとする主要な
各制度における「世帯」概念の捉え方と範囲について、

「世帯」の定義と範囲の決定主体の側面からまとめると、
次の通りである（図表2参照）。
　従って、社会保障制度をはじめとする主要な各制度
においては、住民基本台帳制度による「世帯」を基本
としつつも、扶養義務という概念が適用される等、各
制度の「世帯」の捉え方が異なることから、その「世帯」
の範囲も異なることとなる。このため、地方自治体に
おける住民の「世帯」単位での個人データを取り扱う
場合、微妙に「世帯」の範囲が異なる状態で個人デー
タを利用しているのである。

　3. 地方自治体における「世帯」単位での
　　 個人データの取り扱い

　地方自治体における住民の「世帯」単位での個人デー
タの取り扱いとして、国民健康保険制度の場合の個人
や世帯の特定の仕方等の個人データの事務処理につい
て、A市（人口12万人程度）とB市（人口6万人程度）の
2つの地方自治体の実例を取り上げて考察する 4）。

3-1　A市における実例
　A市（人口12万人程度）では、住民基本台帳システム
のデータベースに対して、住民基本台帳で捕捉しきれ
ない住民登録地が異なる住民（以降、「住登外者」とい
う）を含めて、住登情報と住登外者情報を統一的に宛

図表2  各制度における「世帯」の定義と決定主体

住民基本台帳制度 申請者

行政

行政

行政

申請者

地方税制度

医療保険制度

生活保護制度

手当制度

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療制度

児童手当

児童扶養手当

制度の類型 世帯の定義 世帯の決定主体

居住及び生計を共にする者の集まり、又
は単独で居住し、生計を維持する者
（出典：総務省「住民基本台帳事務処理要
領」）

生計を一にする親族（必ずしも同居を要
件としない）⇒ 扶養控除
（出典：財務省「国税通則法基本通達」
46条関連）

「受診者と同じ医療保険に加入する者」
をもって、「生計を一にする世帯」
（出典：厚生労働省「自立支援医療費の
支給認定に係る実施要綱」）

主に生計の同一性に着目して、現に家計
を共同して消費活動を営んでいる世帯
（出典：厚生労働省「生活保護法による
保護の実施要領について」）

支給対象者及び手当を受けようとする者
と、その民法上の扶養義務者※1（扶養親
族※2及び扶養対象配偶者）の数
（出典：厚生労働省「児童手当Q＆A」）

申請者からの届出（自由意志）
に基づく。（但し、届出の審査を
要綱で規定している地方自治体
もある）

一定の判断基準に基づき、認定
される。（但し、申請者の扶養認
定の申請がある場合に限る）

申請者からの届出（自由意志）
に基づく。（但し、他の健康保険
で扶養認定されていないことが
条件）

一定の判定基準に基づき、認定
される。（行政の主体的な認定が
行われる）

一定の判定基準に基づき、認定
される。（行政の主体的な認定が
行われる）

出典：筆者作成。但し、世帯の定義は各出典に基づく
※ 1：扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める受給者本人と同居又は生計を同じくする
　　　直系血族（父母、祖父母、子等）及び兄弟姉妹で同じ建物に居住している者のこと。
※ 2：扶養親族とは、以下の条件に該当する親族のこと。
　　　①配偶者以外の親族（6親等内の血族及び3親等内の姻族）であること。
　　　②納税者と生計を一にしていること。
　　　③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
　　　④青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと。
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名システムで管理している。この宛名システムは、各
課から重複登録しないことを前提に任意に登録するこ
とができるため、各業務システムにおける住民の個人
データは、一旦、宛名システムに登録してから、各業
務システムで対象者を抽出したり検索したりする等の
利用を行っている。
　また、A市では、転入・転居・転出等の「住民異動
届」の記入様式を、1991年2月から複写化しており、
住民が記入する作業は1回で済むようにしている。複
写の2枚目以降は、年金・国民健康保険・介護保険・
後期高齢者医療制度の担当課に回している。
　そうした環境を踏まえ、A市における国民健康保険
制度の世帯設定を行う資格確認の手続きは、次のよう
な流れで行われる（図表3参照）。
　A市では、まず、申請者のカナから国民健康保険シ
ステムを通じて、住基の世帯番号の検索を行い、住基
の世帯番号から宛名システムを通じて被保険者番号
を検索し、社会保険等の資格情報（後期高齢者医療制
度を含む）を確認する。次いで、宛名システムの宛名
データベースにない世帯構成員情報（例：住所地特例

による被保険者情報）が出てきた場合は、宛名システ
ムに被保険者情報や資格情報を登録し、国民健康保険
システムの社会保険等の資格情報（後期高齢者医療制
度を含む）に登録情報を反映させる。
　また、国民健康保険の資格がない住基の世帯構成員
に対しては、申請者の申請書（社会保険等の資格がな
い証明書）に基づき、社会保険等の資格を確認する。
その結果、国民健康保険システムで国民健康保険の世
帯情報（例：擬制世帯主の登録）を設定し、確定させて
いた。

3-2　B市における実例
　B市（人口6万人程度）では、住民基本台帳システム
のデータベースに対して、住民基本台帳で捕捉しきれ
ない住登外者は、税システムの住登外宛名データベー
スにて管理している。つまり、住登情報と住登外者情
報は別々のシステムで管理しているのである。住民基
本台帳（住基）システムの住基情報は、各業務システム
に異動状況をデータ反映して格納されている。一方、
住登外者情報は、税システムの住登外宛名データベー

図表3  A市の国民健康保険の世帯の確定方法

住基宛名DB
（世帯主、世帯構成員情報）
（個人番号、世帯番号）

住民基本台帳（住基）システム

基幹系システム

担当課

更新宛名システム

社会保険等の資格情報（後期高齢者医療制度等を含む）
（被保険者番号）

国民健康保険システム

国民健康保険の世帯情報
（擬制世帯主の登録等）

宛名DB
（住登＋住登外者情報）
（個人番号、世帯番号）
（国保の被保険者番号）

❷

❹

❻

❸

宛名DBにない被保険者情報
や資格情報の反映

住基の世帯番号から
被保険者番号を検索
（社会保険等の資格を確認）

❶ ❺申請者のカナから
住基の世帯番号を検索

宛名DBにない世帯構成員情報や資格情報を登録
（例：住所地特例による被保険者情報）

申請者の申請書に基づき、社会保険等の資格
を確認（社会保険等の資格がない証明書）

世帯の確定

出典：A市ヒアリングより筆者作成
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スからでなければ登録できず、他の業務システムから
は任意に登録することができない。そのため、税シス
テムの担当課が各課から重複登録しないことを前提に
管理を行っている。従って、各業務システムにおける
住民の個人データで、住登外者情報を利用する場合は、
一旦、税システムの住登外宛名データベースを検索
し、見つからなかった場合は新規登録を税システムの
担当課に依頼し、登録されてから、各業務システムで
対象者を抽出したり検索したりする等の利用を行って
いる。
　また、B市では、転入・転居・転出等の「住民異動
届」の記入様式が「複写式」にはなっていないものの、
住民が記入する作業は1回で済むようにデータ連携を
行い、様式のコピーを、年金・国民健康保険・介護保
険・後期高齢者医療制度の担当課に回している。
　そうした環境を踏まえ、B市における国民健康保険
制度の世帯設定を行う資格確認の手続きは、次のよう
な流れで行われる（図表4参照）。
　B市では、まず、申請者のカナにて国民健康保険シ
ステムを通じて、住基の世帯番号で検索を行い、住民

基本台帳システムから住基宛名データが取り込まれて
いる住基情報の世帯番号から被保険者番号を検索し、
社会保険等の資格情報（後期高齢者医療制度を含む）を
確認する。次いで、国民健康保険システムの住基情報
にない世帯構成員情報（例：住所地特例による被保険
者情報）が出てきた場合は、税システムの住登外宛名
データベースに被保険者情報や資格情報を登録し、国
民健康保険システムの社会保険等の資格情報（後期高
齢者医療制度を含む）に登録情報を反映させる。
　また、国民健康保険の資格がない住基の世帯構成員
に対しては、申請者の申請書（社会保険等の資格がな
い証明書）に基づき、社会保険等の資格を確認する。
その結果、A市同様に、B市でも国民健康保険システ
ムで国民健康保険の世帯情報（例：擬制世帯主の登録）
を設定し、確定させていた。
　このようにA市とB市では、住民基本台帳システム
の住基データベースに対する管理方法も異なっており、
住登外情報の管理方法も異なっていた。さらに、業務
システムで設定した世帯情報も、業務システム内の
データベースに登録して利用していた。つまり、A市

図表4  B市の国民健康保険の世帯の確定方法

住登外宛名DB
（住登外者情報）
（個人番号）

税システム

国民健康保険システム基幹系システム

担当課別の業務主管課

社会保険の資格情報（後期高齢者医療制度等を含む）
（被保険者番号）

国民健康保険の世帯情報
（擬制世帯主の登録等）

住基の世帯員情報
（住基の世帯番号）
（国保の被保険者番号）

❷ ❼
住基の世帯番号から
被保険者番号を検索

❸ 住登外の世帯構成員の
情報を検索

住所地特例による被保険者情報

データの取り込み

住登外者の情報

❻ 住登外宛名にない
被保険者情報や
資格情報の確認

❶
❺

住基宛名DB
（世帯主、世帯構成員情報）
（個人番号、世帯番号）

住民基本台帳（住基）システム

申請者のカナから
住基の世帯番号を検索

住登外宛名にない世帯構成員情報を
登録申請❻ 住登外宛名にない世帯構成員情報を

住登外宛名に新規登録

❹ 申請者の申請書に基づき、社会保険等の
資格を確認（社会保険等の資格がない証明書）

世帯の確定

住基世帯員情報

出典：B市ヒアリングより筆者作成
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とB市では、制度ごとに世帯を設定しているため、業
務システムごとに世帯情報を管理しているのである。
　このため、地方自治体内で、全体として世帯構成員
の情報を捕捉しきれていない実態が明らかとなった。
このことは、地方自治体として「世帯」単位における
住民の個人データの管理が現場任せとなっており、仮
に個人データの漏えいや取り扱いミスが起きたとして
も、「世帯」単位における住民の個人データを統一的に
管理できていないため、場当たり的な対応を取らざる
を得ないのが実態なのである。

　4. 番号制度における「世帯」単位の
　　 個人データの管理方法

　番号制度においては、地方自治体間等で個人番号を
通じた情報連携を行うため、個人番号の「符号」と地
方自治体内の各業務システムのデータベースにある個
人を一意に特定する必要がある。但し、個人番号は、

個人情報保護の観点から、中間サーバーで保持するこ
とができないため、別の手段が必要となる。そのため、
内閣官房では、地方自治体に対して、個人情報の保護
等の観点から、中間サーバーでは個人番号を保持しな
いことから、情報連携に用いる符号と、各団体内にお
いて一意に個人を特定する団体内統合宛名番号等で、
個人の紐付けを行うことが望ましいとの指摘を行って
いる（内閣官房［2013］）。そのため、国は地方自治体に
対して、番号制度の個人番号と宛名情報等の団体内統
合宛名番号を紐付ける団体内統合宛名システム等の整
備を求めている（図表5参照）。
　国によると、地方自治体においては、情報連携対象
のシステムが保有する個人データは大多数の住民に及
ぶことから、庁内業務連携等の意義においても、その
個別システムの宛名情報を統一的に管理することの意
義は大きいとしている（内閣官房［2013］）。確かに、番
号制度で構築される情報連携基盤とのデータ連携を想
定すると、各業務システムとの連携は不可欠となるこ

図表5  国が求める団体内統合宛名システムの整備イメージ

中間サーバー

団体内統合
宛名システム

団体内統合
宛名番号

特定個人情報

符号

住基システム

団体内統合宛名番号

世帯情報

個人番号

福祉システム等

団体内統合宛名番号

福祉等情報

福祉宛名番号

税務システム

団体内統合
宛名番号

宛名情報

個人番号

団体内統合宛名番号

所得情報

税宛名番号

個人番号

宛名情報等を保持する
基盤的情報システム

出典：内閣官房［2013］
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とから、各業務システムの住民の個人データのキーと
なる宛名情報等の団体内統合宛名番号と番号制度の個
人番号を紐付けておくことは重要だと考えられる。但
し、国では税の宛名システムをはじめとして、すでに
分野横断的な宛名管理システムを整備している市区町
村も多く存在し、既存システムの改修等による対応も
可能としているが、実際の地方自治体では、宛名情報
を統一的に管理する団体と、そうではない団体が存在
する。例えば、前述したA市では、既に分野横断的な
宛名管理システムを整備しているが、B市では、分野
横断的な宛名管理システムはなく、住民基本台帳に登
録されている住民の個人データと、住登外の個人デー
タは別々に管理されている。しかしながら、B市は、
住登外の個人データが統一的に管理されているだけま
しであり、他の多くの地方自治体では、住登外の個人
データが業務システムごとにバラバラに個別管理され
ているのが実態である。そのため、かなりの時間がか
かることが予想されるものの、住民の個人データに対

しては、地方自治体内で統一的に管理する仕組みが構
築されていくものと思われる。
　但し、番号制度では、あくまで個人番号と個人デー
タを紐付ける仕組みのことであり、「世帯」単位による
個人データの取り扱いは、考慮されていない。なお、
内閣官房［2013］によると、「社会保障給付の資格要件
等の確認に必要な世帯情報は、情報提供ネットワーク
システムを通じて市町村長から必要な機関に提供」す
ることが示され、「世帯情報を、情報提供ネットワー
クシステムを通じ提供するには、中間サーバーに符号
に対応する世帯番号、続柄コード、更新日の保有が必
要」としている。また、世帯情報のやり取りは、「番号
法別表第2」に基づき情報連携することは可能と解され
るが、提供すべき世帯情報の範囲等に対する法的根拠
は示されていない。
　従って、「世帯」単位で利用する場合、どのような形
で、特定個人情報の授受を行った場合の記録が提供さ
れるかが不明確であり、「世帯」単位による個人データ

図表6  統一的に管理が可能な「統合世帯情報台帳」 

団体内統合宛名
（団体内で統一された
個人番号）

団体内統合宛名システム

業務システム基幹系システム

統合世帯情報台帳
（制度ごとの世帯設定情報）

団体内統合世帯情報システム

社会保険の資格情報
（被保険者番号）

世帯を設定
（世帯主を登録）

❷ ❾

❸ 住登外者の
情報の検索

❽ 住登外者の資格
情報を反映

❶ ❺

住登外宛名
（住登外者情報）
（個人番号）

住登外システム

住基宛名
（世帯主、世帯構成員情報）
（個人番号、世帯番号）

住民基本台帳（住基）システム

申請者の個人番号から
住基の世帯番号を検索

申請者からの申請書
（被保険者番号等）の確認❻ 住登外宛名にない世帯構成員情報を

住登外宛名に新規登録

❹

❼ 住登外者の
情報の反映

世帯の確定

相互連携

世帯情報検索

【提案】制度ごとに世帯を設
定した世帯情報を、統一的に
管理する仕組み

番号制度の導入
に基づき、構築が
必要とされる

住所地特例に
よる住登外情
報の確認

出典：筆者作成
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の利用実態に着目した対応が検討されているものとは、
とても言い難い状況である。このため、番号制度の導
入を踏まえた制度ごとに世帯を設定した世帯情報を、
地方自治体全体として統一的に管理する仕組みが求め
られる。

　5. 番号制度の導入を踏まえた地方自治体の
　　 個人データ利用のあり方

　番号制度の導入に伴い、国は地方自治体に対して、
番号制度の個人番号と宛名情報等の団体内統合宛名番
号を紐付ける団体内統合宛名システム等の整備を求め
ており、今後、地方自治体内で統一的な個人データの
管理が可能となることが期待される。
　そこで、本稿では、番号制度の導入を踏まえた制度
ごとに世帯を設定した世帯情報を、地方自治体全体と
して統一的に管理する仕組みとして、この団体内統合
宛名システムと相互連携を図ることで、各業務システ
ムで制度ごとに世帯を設定した世帯情報を、「統合世
帯情報台帳」として登録する仕組みを構築し、地方自
治体全体として統一的に管理することを提案したい（図

表6、7参照）。
　この地方自治体内で統一的な個人データの管理が可
能な「統合世帯情報台帳」が構築されることにより、
仮に地方自治体の職員による個人データの取り扱いの
ミスが生じた場合には、他の制度で用いている世帯情
報への影響も確認することが可能となることが期待で
きるだろう。
　今後、地方自治体自身の責務として、地方自治体の

「世帯」単位による個人データを利用することに対して、
住民に対して個人データがどのように取り扱われてい
るかを説明することが求められる。また、社会保障の
給付行政サービスの各分野で「世帯」の範囲（捉え方）
が異なる実態を踏まえ、住民自らが、地方自治体が個
人データをどのように利用しているかを認識するため、
地方自治体が住民への情報提供を行うことが求められ
る。つまり、地方自治体の「世帯」単位による住民の
個人データの取り扱いに関する利用範囲や利用実績を
住民自らが認識し、管理できる仕組みを構築すること
により、例えばDV等に起因する地方自治体の「世帯」
単位による住民の個人データの誤った取り扱いによる
問題を未然に防止し、「個人」を第一義とした住民本人

図表7  「統合世帯情報台帳」の構築イメージ

他制度の資格情報を参照して対象者を補足

団体内統合世帯情報システム

統合世帯情報台帳（制度ごとの世帯設定情報）

世帯情報の登録

住民基本台帳システム

住民基本台帳制度の世帯

世帯主

妻

子1

国民健康保険システム

国民健康保険制度の世帯

世帯主（国保主）

妻（国保）

子1（社保）

子2（国保遠隔地扶養）

妻（所得）
子1（受給）

児童扶養手当システム

児童扶養手当制度の世帯

別住所住登外

同住所別
住基世帯

（世帯分離）

祖父（所得）
祖母（所得）

世帯主（所得）

子2（遠隔地扶養）

出典：筆者作成
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が自己の情報をコントロールできる仕組みを実現する
ことが望まれるのである。

＜追記＞
本稿は、瀧口樹良［2014］『地方自治体における住民の
個人データの利用と保護のあり方—世帯単位による個
人データの利用実態に着目して—』情報セキュリティ
大学院大学（博士論文）の成果の一部に基づくものであ
る。

株式会社コミュニティ・クリエイショ
ン 地域情報サービス推進室長
1971年神戸市生まれ。駒澤大学大
学院人文科学研究科社会学専攻修
士課程修了。情報セキュリティ大学
院大学情報セキュリティ研究科博士
後期課程修了。博士（情報学）。メー
カー系シンクタンクにおける公共系
コンサルティング活動や札幌市の第
三セクターである札幌総合情報セン
ター（株）を経て、現在、株式会社コ
ミュニティ・クリエイション地域情報
サービス推進室に在籍。情報セキュ
リティ大学院大学客員研究員を兼任。
財団法人全国市町村研修財団（市町
村アカデミー）研修講師（2009年～）
等の地方自治体職員向け研修講師を
務める。

Takiguchi Kiyoshi

瀧口 樹良

注 番号制度の導入に当たっては、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便
性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として番号制度を導入するため、第180
回国会に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、及び

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律案（以降「番号法」という）」を提出し、可決・成立している。なお、
この番号制度で注目すべき点としては、個人番号の利用に対しては「ホワイトリスト方式」が
採用され、番号法に明示的に規定が存在する事務においてのみ利用できることとなっている点
があげられる（利用範囲の明確化）。具体的には、番号法第9条の別表第一に、個人番号を検索
等に利用できる93の事務が、別表第二に、特定個人情報を他者に提供できる事務、提供を行え
る情報の内容、提供ができる者、受け取ることができる者が規定されている。これらの別表に
記載されていない事務においては、個人番号を利用することはできないこととされている。ま
た、番号制度では、個人番号と紐付けられた自己の個人データが届出や申請を行った機関以外
で、どの程度利用されているかを確認できることとなっており、番号法では、行政機関（地方
公共団体を含む。以下同じ）間で特定個人情報の授受を行った場合にはその記録を保管するこ
とを定めている（番号法23条等）。また、附則6条5項において、その記録内容を国民に提供す
るためのWebシステム（情報提供等記録開示システム。通称「マイ・ポータル」）を、番号法施行
後1年を目途に設置するとしている。つまり、個人番号と紐付けられた自己の個人データの授
受の記録（アクセスログ）を確認することが可能となる仕組みが導入されることになっている。

厚生労働省［2012］によると、「日本の社会保障制度には、国民皆保険制度、企業による雇用保
障、子育て・介護における家族責任の重視、小規模で高齢世代中心の社会保障支出といった特
徴があった（p.35 -37）」と指摘している。つまり、日本の社会保障制度は、家族、地域、企業に
よる生活の保障を代替あるいは補完する機能を果たす役割を担ってきた。

1）

2）
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注 どの地方自治体でも事務の効率化のために、住民票コードをそのまま使わずに住民に独自の番
号をつけて管理している。但し、住民票コードと違う番号を使っていても、住民票コードとは
関連付けている。その理由として、現実的に事実上の住所（居所）と住民票の住所が異なってい
る場合が多く、「住登外」として管理しているケースに対応するためである。なお、木下［2007］
によると、住民票コードをそのまま使っている地方自治体も少数ではあるが、存在しているよ
うである。

2014年8月28日にA市（人口12万人程度）の国民健康保険制度担当課と情報システム担当課に
対して、2014年8月20日にB市（人口6万人程度）の国民健康保険制度担当課と情報システム担
当課に対して、それぞれヒアリング調査を実施した。なお、国民健康保険制度では、対象者個
人の特定方法として、被保険者証記号番号を用いている。その他、他部門にわたる問い合わせ
等により、宛名番号と世帯コードにより、住民基本台帳システム等を検索することもある。な
お、住民基本台帳（住基）システムで管理している宛名番号と、国民健康保険システムの独自
番号とは紐付けされている。なお、住民基本台帳システムで管理している世帯コードは、地方
自治体独自で付番しているものであり、国が指定している住民票コードとは別のものである。
従って、国民健康保険システム等に新規・変更登録後、被保険者証記号番号が変更となる場合
もあるため、個人の特定は基本4情報（氏名・住所・生年月日・性別）を使用しているケースが多
い。そのため、世帯員の確認も、基本4情報で行っている。なお、基本4情報で個人特定を行
う場合には、生年月日を重視される。

3）

4）
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　1. 序論

　近年、電気通信産業分野における技術標準化が急激
に進展してきている。特にマイクロソフト、モトロー
ラ、アップル、サムスンなどは、携帯電話等の情報通

信機器市場における地位の拡大を狙って標準規格をめ
ぐって積極的な競争を様々に展開してきている。
　このような潮流の中で、標準規格に関連する特許権
を有する事業者が、「公正、合理的かつ非差別的な」

（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）条件（い
わゆるFRAND条件、または特に米国などにおいては

携帯電話機器を中心とした情報通信機器市場では、製品の競争が活発化している。
この機器は、通常は標準規格に準拠して製造されるが、標準化のプロセスで、
特許権を有する者による不適切な権利行使が行われることがある。
この問題について、特許権の権利濫用論や契約法の適用による解決等が提唱されることが多い。
本稿では、この問題の根底にある特許権の戦略的行使の態様を分類し、
米国及びわが国での事例の検討を通じて
競争法の適用可能性を積極的に解するべきことを帰結とした検討を行う。

キーワード
技術標準化　標準設定団体　競争法　情報通信機器　特許権

常葉大学 法学部 准教授

伊藤 隆史 Ryushi Ito

情報通信機器市場における
標準規格必須特許の
権利行使と競争法
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RAND条件と呼称されることもある。以下「FRAND」
という）でのライセンス許諾を約していたにもかかわ
らず、標準規格として成立後に高額なライセンス料の
請求を行ったり、差止を申し立てたりするなどの行為
が問題とされてきた。
　特に情報通信機器市場では、技術標準化が不可欠に
なってきているともいえ、技術標準に関連する特許権
の取り扱いをめぐっては、関連企業にとっては、重要
な課題を内包している。
　技術標準は、基本的には、規格策定に参加する企業
による技術的提案に基づく協議の結果として生ずる性
質を有するものである。従って、標準規格に採用され
る技術に特許権を含ませるような場合には、この特許
発明が標準規格に採用されることによって、当該特許
権の価値は上昇することになる。他方、この特許権が
必須特許である場合には、如何なる条件のもとでその
利用を可能にするかということが競争戦略上も重要に
なる。
　必須特許を有する事業者等は、これを用いることに
より、FRANDを約しておきながら、ライセンス料を
上昇させるなどによって、利益を得ようとすることが
ある。この場合、当該特許発明を用いた標準規格が普
及している場合には、関連事業者は、このライセンス
料を支払ってでも、当該規格を用いなければならない
ことになる。
　このような技術標準化プロセスにおける問題につい
ては従来懸念されてきた 1）。近年に至りこの問題は、
特に携帯電話機器を中心とする情報通信機器市場で、
わが国においても顕在化してきた。本稿は、この市場
に焦点を置きながら、米国での事例の検討を通じて、
競争法での規制の可能性を検討することを目的とする。
　検討の手順は、以下の通りである。まず問題の所在
を明らかにし、本稿での検討の射程を画するために、
問題の背景に関連する状況を概観する。その上で、米

国における事例及びわが国の事例について検討し、競
争法の果たしうる役割について検討する。

　2. 技術標準化の意義と問題点

　特に情報通信機器に関連する特許侵害訴訟が技術標
準に係る場合、当該訴訟が関連市場に及ぼす影響は大
きいものとなりうる。標準化なしには現在の経済活動
は成立しないとの考え方もある 2）。
　大量の情報が瞬時にして地理的に遠隔となる場へも
伝達・交換される今日の状況においては、情報通信技
術は相互互換性が保障されるということが要される。
機器の互換性が実現されることにより、第一に、消費
者が当該技術を利用した機器を複数選択しうること、
第二に、多くの者が同じ技術を基本とした機器を使う
ことでの利便性を享受することができること（ネット
ワーク効果）において、有用性が増加することになる
からである。
　特に情報通信産業では、より多くの事業者が同一の
規格を採用することによって、イノベーションが最も
活性化されることになり、このことが技術を標準化す
ることへと繋がっていくことになる 3）。
　以上のように、情報通信産業で標準規格が策定され
ることは、相互互換性が達成されること及びネット
ワーク効果を享受できることの2点において、重要な
こととされる。技術標準化は、その策定方法につい
て、市場における標準獲得競争を勝ち抜いたことで
標準規格とされる事実上の標準（de facto standard）
によるのみならず、標準設定団体（Standard-Setting 
Organizations 以下「SSO」という）によって、あらか
じめ標準規格が決定されることによってなされること
もある。本稿では、後者を検討対象とする。
　情報通信産業では、イノベーションの集積がみられ
るうえ、発明技術に特許権が付着することが通常と
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なっているが故に、いわゆるホールドアップ（patent 
holdup）の問題や特許による待ち伏せ攻撃（patent 
ambush）が生じやすいことになる。一般的に、術語と
して「ホールドアップ」及び「待ち伏せ攻撃」は必ずし
も厳密に区別して使われているように思われないが、
本稿では以下のように、両者を区別して扱うべきであ
ると考える。
　ホールドアップは、SSOが特許権者の有する特許権
の価値を肯定的に評価するかしないかにかかわらず、
特許権者が一定期間ライセンスを拒絶することにより、
新たな技術の普及が妨げられることになる問題である
と位置づける 4）。従って、ホールドアップ問題は、多
くの技術が集積された製品について、小さい部分に特
許権を有する者によって引き起こされる可能性が高い
ことになる。
　これに対し、待ち伏せ攻撃は、特許権者が、自らの
特許発明が標準規格に含有されるであろうことを知っ
たが、そのことをSSOに標準が策定されるまで秘匿す
ることをいう。
　ホールドアップ問題は、当該行為の効果を示すもの
であって行為そのものを示すものではないという意味
で上位概念に該当し、待ち伏せ攻撃は、ホールドアッ
プ問題のうち特に行為そのものに関する故意が斟

しんしゃく

酌さ
れるという差異がある 5）ともいえるため、この点に留
意して両者を区別して検討すべきである。
　このことからすれば、特許権が、FRAND遵守に合
意した者から合意していない者へと移転された場合、
その合意していない者によるFRAND違反行為があっ
た場合、基本的には待ち伏せ攻撃概念には該当しない
ことになり、ホールドアップ問題の観点から評価され
るべきことになる。

　3. SSOにおけるIPRポリシー

　SSOは、以上のような問題を回避するために、知
的財産取り扱い方針（Intellectual Property Rights 
Policy以下「IPRポリシー」という）を定めてきた 6）。こ
こで特許権者に課される義務は多様であるが、SSOに
よるIPRポリシーは、関連技術に特許権を有するか否
かの開示義務を課すことで、問題を回避しようとする
ケースが多い 7）。また開示義務賦課の他、①SSO構成
員に対し、FRAND条件でのライセンスを確約させる、
②同様にロイヤリティなしでのライセンスを確約させ
る、③SSOがパテントプールを形成する、ということ
もある。
　近年のSSOは、一般的に①の方法をとることが多い8）。
但し、情報通信機器市場のように、高度な発明技術を
複合的に用いる産業分野では、特許ポートフォリオ
の管理に困難が伴うことから、SSOが構成員に対し必
須特許を保有するか否かを照会し、保有する場合に
FRAND条件でのライセンスを約することを求めるこ
とによる方法に懐疑的な見解もある9）。
　この方法のみにおいて、問題を回避・解決すること
には限界があることは確かではあるものの、後述する
ようにIPRポリシーに一定の役割を期待することはで
きるように思われる。

　4. 米国における事例

　以上においてみたように、SSOにおける標準策定及
びIPRポリシーは複雑化している状況にあるが、それ
故に特に特許権者が不公正又は不適切な行動をとる余
地も多分に存在する。
　この点を踏まえた上で、以下では、2でみたホール
ドアップ問題と待ち伏せ攻撃問題との理論的差異をさ
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らに明確にしつつ、事例を分類した上で概況として整
理する。複雑な問題を内含する標準化のコンテクスト
においては、これら術語を区別して用いることが有益
となりうる。
　特許権者が特許権を用いてSSOに対し不公正な効
果を及ぼす行為が問題となった事例は、以下の3点に
分類される。第一に、特許権者がSSOでの標準策定
プロセスで、自らが必須となりうる特許権を有してい
ることを秘匿する、第二に、特許権者がFRAND確約
の後でライセンス等に係る方針を変更する、第3に、
FRAND確約をした特許権者が特許権を売却するなど
により、第三者に移転したところ、この者がFRAND
に反するライセンス条件等を付すことである。以下で
は順次、関連する米国での事例を概観する。

（1）必須特許等の秘匿
　Dell事件10）では、パソコンに関する製造・販売等
を行 っ ているDel lが、 パソコン 等 ビデオ 周辺機器
のSSOたるVESA（Video Electronics Standards 
Association）に加入していたが、ここで標準技術に採
択される可能性があった規格に関連する特許権を保有
していたことを秘匿しており、後にVESA構成員事
業者に対し、本件機器をDellに無断で製造等すること
はDellの特許権侵害である旨通告したことが問題とさ
れた。FTC（連邦取引委員会）は、合理的な理由なく
競争を制限したとして、不公正な競争方法を禁止する
FTC法5条に違反するものであるとした。本件では、
DellがVESAに採用された特許権を行使しないことに
同意したので、同意審決により終結した。
　Rambus事件11）では、コンピューター用記憶装置

（memory device）として用いられるDRAM（Dynamic 
Random Access Memory）の開発を行 っ ていた
Rambusが、SSOたるJEDEC（Joint Electron Device 
Engineering Council）に参加していたが、自らが保有

する、標準規格に関連する必須特許の存在を秘匿した
まま標準策定を進めさせ、規格標準普及後に高額のロ
イヤリティを請求したことが問題とされた。
　 本件は、DRAMが技術的進歩に行き詰まりの状
態になっていたところ、これを打破する解決策とし
てSDRAM（同位相DRAM）が開発されつつある中
で、規格の標準化の必要性が生じていたことが背景に
あった。これを担うことになったJEDECによる、関
連技術に関する特許権を有するか否かの照会に対し、
Rambusがこれを明らかにしないまま脱退し、標準策
定及びその普及後に特許権の行使をしたことが、FTC
により問題とされ、審判が開始された 12）。
　FTCは、一連のRambusの行為につき、FTC法5条
等に違反するとしたが、行政法判事は、証拠が不十分
である等として審判開始決定を棄却する審決案（initial 
order）を下した。これに対し立会審査官（complaint 
counsel）が再審査の申し立てを行ったところ、排他
的行為があったこと、独占力が取得されるに至ったこ
と、行為に因果関係があったことが認められるとして、
FTCは行政法判事による審決案を取消し、Rambusの
行為がFTC法5条等に違反したことを認める最終命令

（final order）13）を宣告した。
　これに対し、Rambusは、自らの行為が排他的で
あったとすることにつき、十分な立証がなされていな
いなどとして、コロンビア巡回区控訴裁判所に審決取
消の訴訟を提起した。控訴裁判所は、Rambusによる
情報の非開示が、自社技術が標準に採用されることに
繋がったとはいえるものの、JEDECがRambusによ
る開示を受けていた場合、他の技術を標準に採用しえ
たか否かが十分に立証されていないなどとして、FTC
の主張を認めなかった14）。FTCは裁量上訴（writ of 
certiorari）を請求したが、連邦最高裁はこれを却下し
た15）。
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（2）ライセンス条件の変更
　Qualcomm事件16）では、SSOたるETSI（European 
Telecommunications Standards Institute）において、
Qualcommは、自らが有する特許が標準に採用される
にあたり、FRAND条件でのライセンスを約しておき
ながら、標準が採択され普及するに至った後で、関連
市場への参入を予定していたBroadcomに対し、高額
のロイヤリティを要求したことが問題とされた。
　Broadcomは、QualcommがETSIの構成員であるこ
とから、FRAND条件でのライセンスを行わなければ
ならず、そうでなければETSIに対しパテントポリシー
に従う旨虚偽的に合意したにもかかわらずそれを遵守
しなかったことなどによりSSOを欺

ぎ

罔
もう

する形で独占力
を取得したなどとして損害賠償及び当該特許権行使の
差止を求めて提訴した。
　連邦地方裁判所は、Qualcommは法的独占が認めら
れる特許権者であり、競争者排除についての決定権も
有するなどとして、Broadcomの主張を斥けたが、連
邦控訴裁判所は、多くのSSOが、FRAND条件でのラ
イセンスを事前に約させていることを確認した上で、
標準策定プロセスでの詐欺的行為が競争プロセスを侵
害するものであるなどとし請求を認容した。

（3）FRAND確約後の特許権の移転
　N-Data事件17）では、LANs（Local Area Networks）
で利用される高速イーサネットに関連する標準の主要
技術に関する特許権のライセンスに関する反競争行為
が問題とされた。
　SSOたるIEEE（Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers）は、高速イーサネット標準の策定を
行っていたところ、National Semiconductor（以下

「NS」という）の自動検出技術NWayを採用することに
なった。この過程で、NSは関連技術につき特許出願
していることを開示していた。また、NSはNWayが

採用された場合には、1 ライセンスあたり1000ドルを
ロイヤリティとすることを表明していた。
　その後NSは特許権を取得したが、翌年この特許権
をVertical Networksに譲渡した。さらにこの特許権
はNegotiated Data（以下「N-Data」という）に譲渡さ
れた。N-Dataは、ロイヤリティ額を引き上げた上で、
これを拒絶する企業に対し、特許侵害訴訟を提起した。
　FTCは、これにつき、シャーマン法2条には該当し
ないとしつつも、N-Dataによる一方的なライセンス条
件の変更などがFTC法5条に違反するものであるとし
た18）。
　Vizio 事件19）では、デジタルテレビジョンブロード
キャスト信号の標準に関する技術が問題とされた。
Thomson Licensing S.A.（以下「Thomson」という） 
は、デジタルブロードキャスト信号に関する特許権
を集積していたところ、SSOたるATSC（Advanced 
Television Systems Committee）での標準策定プロセ
スで、必須となりうる特許権につき、FRAND条件で
のライセンスを確約した。
　その後Thomsonは、標準規格に内包されている2
つの特許権を、FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.（以下

「Funai」という）に譲渡したが、必須特許のうち1つは
保持したままであった。従って、デジタルテレビメー
カーは、Thomson及びFunaiが有する特許権両方のラ
イセンスを得る必要があった。
　デジタルテレビメーカーであるVizioは、Funaiが特
にThomsonによるFRAND 確約におけるよりも高額
なロイヤリティを要求したこと、及びそのことにつき
ThomsonとFunaiが共謀しており、これによる利潤を
分割していたことなどを理由として、反トラスト法に
違反するものであるとして提訴した。
　連邦地方裁判所は、有効な特許権の移転は、単に合
法な独占が別の者に移転したに過ぎず、反トラスト法
上の問題は生じないとした。他方で、FunaiとThomson
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両者が有する特許権に係るロイヤリティについて追加
ロイヤリティ（second royalty）を請求することにより
価格維持を図ること及びそれによる利潤を分け合うこ
との合意があったとのVizioの主張を認めシャーマン
法1条違反を認めた。

（4）小括
　以上のように、特にSSOによる標準化とFRAND確
約を巡る問題について、反トラスト法の適用対象とし
てとらえられた事例が存在するようになってきた。し
かしながら、反トラスト法は本質的に特定の事実関係
を検討する判例法によるルール形成を前提としており、
これまでの上記の諸事例からは、この問題についての
一般原則が確立されてきているとはまだいえない現状
にある。
　Dell事件では、関連する特許権を有しているにもか
かわらず、有していないことを文書によって表明して
いた事実があった。Rambus事件では、標準に採用予
定の技術に特許権を有するか否かの照会に回答しない
まま脱退し、後に特許権の権利行使をしていたことが
問題とされた。また、Qualcomm事件では、SSOを積
極的に欺罔したことが反トラスト法適用の根拠とされ
た。これらの事実からすれば、上記（1）（2）の事件は、
積極的なSSOに対する欺罔、特許権の秘匿が問題と
なっており行為そのものが斟酌される待ち伏せ攻撃と
位置づけられる。待ち伏せ攻撃の場合には、判例法上、
反トラスト法が適用されることがありうることになる。
　他方、特許権の移転のみが問題となる事例としての

（3）のN-Data事件及びVizio事件は、典型的なホール
ドアップとして、反トラスト法違反とならない可能性
が示されている。特にVizio事件では、競争阻害の共
謀が明確に認められる場合に反トラスト法違反となる
とする一方で、特許権の移転の事実のみでは、反競争
行為があったことの立証にはなりえないことが示され

ており、移転を媒介した特許権の権利行使と反競争効
果の因果関係について厳格な立証責任が課されること
が含意されている。

　5. わが国における事例
　　（アップル・サムスン事件）

　技術標準化プロセスにおける特許権者の権利行使が
問題とされた事例はわが国においては、従来顕在化し
てこなかったが、最近の情報通信機器の普及・発展に
伴う特許戦略の激化に伴い、アップル・サムスン事件
において、この問題が表面化した。
　本件は、アップルジャパン合同会社（以下「アップ
ル」という）が、同社による、物件目録記載の製品の
生産・譲渡などが、三星電子株式会社（以下「サムス
ン」という）が有する発明の名称を「移動通信システム
における予め設定された長さインジケータを用いてパ
ケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許
権の侵害に該当せず、サムスンが本件特許権侵害に基
づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事
案である。
　本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第
3世代携帯電話システム（3G：Third Generation）の
普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民
間団体である3GPP（Third Generation Partnership 
Pro jec t）が策定した通信規格UMTS（Universa l 
Mobile Telecommunications System）に準拠した製
品であった。
　この3GPPを結成したSSOの1つであるETSI（Europe-
an Telecommunication Standards Institute）の会員
として、サムスンは自らの特許出願に関し、標準規格
の必須特許となる場合のFRAND条件でのライセンス
を許諾する用意がある旨宣言していた。本件に先立ち、
サムスンはアップルに対し、本件特許権に基づく差止
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などを求める仮処分命令の申し立てをしていた20）。
　第一審判決21）では、本件特許製品の一部が、サムス
ンの特許権の保護対象に該当するとしつつも、損害賠
償の請求は権利の濫用にあたるとされたため、サムス
ンが控訴したのが本件である。
　本件での争点は7つに及ぶが、本稿との関連では、
サムスンによる本件特許権に基づく損害賠償請求権行
使の権利濫用の成否（争点6）における、独占禁止法違
反の有無が重要である。
　アップルは、サムスンによる一連の行為が、「ホー
ルドアップ状況」を作出するものであって、標準規格
の普及を目的とする3GPPの趣旨に反するとし、独占
禁止法の不公正な取引方法に関する規定（2条9項2号：
差別対価、一般指定2項：単独の取引拒絶、同4項：
取引条件等の差別的扱い、同14項：競争者に対する取
引妨害）のいずれかに該当する可能性が高いと主張し
た。さらに、サムスンが必須特許のみを対象とするラ
イセンスを拒否し、必須特許ポートフォリオ全体を対
象とする一括ライセンスのみを求めることも不公正な
取引方法（一般指定10項：抱き合わせ販売等、同12項
拘束条件付取引）に該当するとした。
　知的財産高等裁判所特別部判決22）は、サムスンが主
張する損害賠償の金額が、FRAND条件によるライセ
ンス料相当額であると主張する金額に留まること、ま
たFRAND条件を上回る損害賠償請求は権利の濫用と
して許されないことからすると、FRAND条件でのラ
イセンス料相当額の範囲内での損害賠償での損害賠償
請求が独占禁止法に違反するものではないとして、サ
ムソンの請求を斥けた 23）。

　6. FRAND条件に反する特許権の
　　 権利行使と競争法

　SSOにおける標準策定では IPR ポリシ ーにより

FRAND条件でのライセンスを確約、宣言させること
で、予めこの限りで特許権の権利行使が抑制されるよ
うな制度設計への試みがなされてきており 24）、IPRポ
リシーを強制することによりある程度は解決できると
する見解もある 25）。
　IPRポリシーの実効性を高めることができれば、あ
る程度の解決を図ることはできるように思われるが、
IPRポリシーによるのみでは、ホールドアップ、待ち
伏せ攻撃に対処することは困難である。それはIPRポ
リシーを以って一定の規範的ルールとし、問題の解決
を図りうるかという問題が伴うからである。特にIPR
ポリシーに反する行為を契約法違反として構成すべき
か否かについてはIPRポリシーが契約といえるのかと
いう本質的問題もある 26）。
　このことからすれば、IPRポリシーに一定の意義を
確認しつつも競争法による対応も必要となる。この場
合、事案の本質が、ホールドアップ、待ち伏せ攻撃い
ずれに該当するかを明確に区別して検証することが重
要であると考えられる。
　情報通信機器市場では、SSOが主導する標準化の必
要性が特に高いようにも思われるが、ここでの特許権
者の権利行使は、以上においてみてきたように様々な
戦略的誘因の下で行われることが多い。
　競争法による規制についても、特定の詳細な事実関
係が明らかにされ、違反要件に照らして判断されるべ
きであるという意味で、ケースバイケースを基準とし
た検討がなされる必要があるため、統一的なルールに
なりえるとは必ずしもいえない27）。しかしながら、先
例の蓄積によって、予見可能性が高められることにな
る。
　わが国においては、事例が少ないため、独占禁止法
の適用可能性が理論レベルを超えて検討されることが
困難であるが、公正取引委員会はガイドラインとして

「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占
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禁止法上の考え方」28）を公表している。この中で、標
準化活動に参加し、自らが特許権を有する技術が規格
に取り込まれるよう積極的に働きかけ、規格策定・普
及後の合理的理由のないライセンス拒絶につき、私的
独占または不公正な取引方法（その他の取引拒絶）に該
当する可能性が示されている 29）。
　この場合、具体的な事実が、待ち伏せ攻撃の本質を
有することが立証され、このことによって競争者に対
する排除効果が生じ、競争の実質的制限が認められる
場合には私的独占に、また、そうではないが公正競争
阻害性が認められる場合には不公正な取引方法に該当
する蓋然性が高いと解される。
　他方、ライセンスにつきFRAND確約された特許権
の移転後、権利取得者によるFRAND条件の逸脱のよ
うなケースについては、ホールドアップとして、検討
されるべきことになる。この場合、逸脱の内容・程度
によっては競争の実質的制限をもたらす場合には、当
該ライセンスの拒否は独占禁止法違反となる。このよ
うな場合には、一般的に契約法・特許法の権利濫用に
よる規制は困難であるため、独占禁止法による規制が
有効かつ有意義となりうるといえる。
　アップル・サムスン事件は、ホールドアップの事案
であるが、前記の知財高裁判決が、FRAND宣言がな
されている特許権に基づく権利行使につき原則的に差
止請求を禁止し、FRAND条件の範囲を超える損害賠
償請求が権利濫用になるとした定型的な要件論を示し
たことによって、一定の判断基準が示されたといえる。
　本判決は、独占禁止法との関連には触れずに、権利
濫用論によって結論を導いているが、独占禁止法の観
点からも、同様の結論を引き出す可能性もあったと考
えられる。今後、この種の事案につき、前述の反トラ
スト法上の諸事例と同様に、独占禁止法が公正競争秩
序の維持という観点から一定の役割を果たすべきであ
ると考えられる。

　7. 結語

　情報通信機器市場では、標準規格に準拠した製品が
主体となる市場であるともいえるが、この規格（の一
部）に特許権を有する者の権利行使が不適切であるこ
とによる問題はここまででみてきたように多様化しつ
つある 30）。
　本稿では、これらの不適切な権利行使の態様を分類
しつつ、米国の事例を整理することによって競争法の
適用の可否についての検討を行った。これまでの研究
では、この問題に対する競争法（反トラスト法や独占
禁止法）での解決に懐疑的な結論が示され、契約法や、
特許法による権利濫用法理31）、差止請求権の抑制32）な
どを中心にして論じられることが多かったが、競争法
の適用可能性はより積極的に解されてよいように思わ
れる。特に情報通信機器等の市場における特許権者の
不適切な行為が、公正かつ自由な競争を制限・阻害す
る可能性が生じており、この点に着目するならば競争
法による解決が有効であると考えられる。

常葉大学 法学部 法律学科 准教授
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注 標準化活動における問題は近年特に取り上げられることが多くなってきているが、独占禁止法
との関係についての研究として、川濵 昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢146巻3・4号115
頁（2000年）、和久井理子「共同の標準化活動と独禁法」北大法学53巻4号62頁（2002年）、伊
藤隆史「情報産業における技術標準と独占禁止法（1）（2）」法学70巻3号33頁、同巻4号34頁

（2006年）、和久井理子「技術標準化活動と独禁法」大阪市大法学雑誌53巻3号、529頁（2007年）
参照。

See. James Surowiecki “Turn of the Century”Jan.2002 available at
http://archive.wired.com/wired/archive/10 .01/standards.html なおここでは、大量生産、
マスコミュニケーションを前提に論じられているが、本稿の検討対象とする電子通信機器につ
いても例外とはいえないと解される。

See.Robert P.Merges&Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards,97 
Calif.L.Rev.1 ,4（2009）

See.id.at30

See. Jay P.Kesan&Carol M.Hayes “FRAND’s Forever:Standards,Patent Transfers,and 
Licensing Commitments,”89 Ind.L.J.231 ,256 -257（2014）」

40以上に及ぶSSOのIPRポリシーの実態を調査検討したものとして、Mark A.Lemley
“Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations,90 Calif.L.Rev.1889（2002）参照。

但し特許権の開示義務を課すことについては慎重な見解もある。開示義務を巡る米国の理論状
況につき、前掲註1）伊藤70巻4号55-57参照。開示義務の内容の詳細については和久井理子

『技術標準をめぐる法システム―企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』（商事法務2010）
269 -274参照。 

例えば、標準化に採用される特許権を保有することによって、市場力を増大させようとする
試みを抑制するためにFRAND確約を用いるべきとする見解がある。Anne Layne-Farrar,A.
Jorge Padilla&Richard Schmalensee “Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting 
Organizations:Making Sense of FRAND Commitments,74 Antitrust L.J.671 ,672（2007）

See.supra note 5 at 239 

In the Matter of Dell Computer Corporation,121 FTC 616（1996）

Rambus Inc. v. Federal Trade Commission 522 F.3d 456（D.C.Cir.2008）

審判開始決定等本件の発端につき、伊藤隆史「米国反トラスト法と技術標準―In the matter of 
Rambus Inc.の検討を中心として（上）（下）」国際商事法務 Vol.31 , No.5 , 617頁、No.6 ,767頁（2003
年）、和久井理子・横田貴史「ラムバス事件―技術標準と特許、独禁法」知財プリズム No.5 ,9頁

（2006年）参照。 

In re Rambus,Inc.Final Order FTC File No.011 0017 Docket No.9302（Feb.2 ,2007） 

控訴裁判所判決の詳細につき、佐藤潤「Rambus事件コロンビア特別区巡回裁判所判決を巡る
ホールドアップ問題について（1）～（4）」公正取引711号44頁 ,712号52頁 ,716号59 頁（2010
年）、伊藤隆史「技術標準と独占禁止法」日本経済法学会年報第32号120頁（2011年）、沼田知
之「Rambus Inc. v. Federal Trade Commission米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所判決」
白石忠志・中野雄介編『判例 米国・EU競争法』商事法務（2011年）184頁参照。

Petition  for a writ of Certiorari,Rambus Inc. v. FTC（No.24. 2008）

Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 （3rd Cir. 2007）.  

In re Negotiated Data Solutions FTCNo.051 -0094（Jan.23 2008）

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）
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なお、本件では、Majoras及びKovacicによる反対意見が出されている。 

Vizio,Inc. v.Funai Electric Co.,Ltd., 2010 U.S.Dist.LEXIS 30580（2010）,No.CV09 -0174AHM
（RCx）,2010WL7762624（C.D.Cal.Feb.3 ,2010）

東京地決平成25年2月28日　平成23年（ヨ）第22027号（裁判所 HP）なお本件差止請求権の行
使は、権利濫用に該当し許されないとされている。

東京地判平成25年2月28日　平成23年（ワ）38969号（判時2186号154頁）

知財高判平成26年5月16日　平成25年（ネ）第10043号（判時2224号146頁）

本件について競争法の観点から検討したものとして伊藤隆史「判比」ジュリスト 1475号100 ～
103頁（2015年）参照。

歴史的背景を含めたパテントポリシー策定の試みについて、江藤学「標準化活動におけるパテ
ントポリシーの役割」研究 技術 計画　Vol.22 No.3/4 188 ,189 -191（2007）参照。

パテントポリシーにおける開示義務違反につき反トラスト法を適用すべきとする見解として、
Mark R.Patterson “Antitrust and the Costs of Standard-setting:A Commentary on Teece & 
Sherry”87 Minn.L.Rev.1995（2003）参照。

See.Attorneys for Verizon Communications Inc. “Written Comments of Verizon 
Comunivations Inc. for Federal Trade Commission Workshop on Standard-Setting Issues” （2011）. 
ここでは、IPRポリシーによるFRANDライセンスのルール化が図られたにしても、問題を包
括的にカバーしうるものにはなりえないことなどが指摘される。

See.Mark A.Lemley “Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards（And One not to 
Do）,48 B.C.L.Rev.149 ,167 -68（2007） ここではホールドアップ全般について反トラスト法によ
る規制が困難であることが示されている。

平成17年6月29日、平成19年9月28日改正。なおこのガイドラインは、知的財産の利用に関
する独占禁止法上の指針」（平成19年9月28日、平成22年1月1日改正）をベースにしつつ、標
準化活動に関する特許権の権利行使に関連するガイドラインとなっている。

第2標準化活動　3 規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用

See.Robert P.Merges&Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”97 
Calif.L.Rev.1（2009）ここでは、標準プロセスにおける特許権者の戦略的権利行使について、詳
細な分類をすることでの検討がなされている。

鈴木將文「標準規格必須特許の行使と権利濫用—東京地判25・2・28」ジュリスト 1458号17頁
（2013年）

この角度からの検討であり、具体的な提案を行うものとして、竹田稔「差止請求権の制限」
ジュリスト 1458号 41頁（2013年）参照。

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

注
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2014年11月から12月にブラジル連邦共和国リオデジャネイロで開催された
ITS 20th Biennial Conferenceに参加した。
社会科学系の情報通信分野における最大級の学会であり、
今回参加したのは2年に1回開催される世界大会（前回はバンコク、次回は台北の予定）である。

京都産業大学 経済学部 助教

上田 昌史

◆ 共通セッションおよび基調講演

　「ネットとインターネット— 新興市場と政策」（The 
Net and The Internet : Emerging Markets and 
Policies）を全体テーマとして、2014年11月30日か
ら12月3日までの4日間、リオデジャネイロで開催さ
れた。会場は、喧噪とした市内を離れた海岸沿いの
ロケーションにあるシェラトンホテルである。トム・
ジョビンのボサノヴァの名曲「イパネマの娘（Garota 
de Ipanema）」の舞台であるイパネマ海岸に続く最高
のロケーションであった。
　ITS 20th Biennial Conferenceは、20回目の節目
の大会としてErik Bohlin学会長の挨拶から始まっ
た。続く第１共通セッションでは、「インターネット
の構造の変化」（The Evolving Architecture of the 
Internet）と題して理念的なインターネットから、キャ
リア、ISP、CATV、メディアプロバイダ等の多様な
主体が入り乱れる現在のインターネットガバナンスや
その在り方について、イタリア・LUISS大学Andrea 
Renda教授、ペンシルバニア大学のChristopher Yoo
教授、ルクセンブルク大学のJoao Schwarz教授らと
共に議論を深めた。
　続いてブラジル最大手の総合通信会社TIMのCEO
であるRodr igo Abreu氏やブラジル 通信相Pau lo 
Bernardo氏らを迎えてブラジルの情報通信の課題と
挑戦について紹介があった。

　翌日の第2共通セッションでは、「IPTVの将来（The 
Future of IPTV）」と題してリオデジャネイロ・カト
リック大学情報学部Luiz Fernando Gomes Soares教
授による講演があった。続く第3共通セッションでは、

「超・接続社会（The Hyperconnected Society）」と題
して、コロンビア大学Eli Noam教授のユビキタス社
会の展望と課題について独特のプレゼンテーションが
あった。
　最終日の第3共通セッションでは、「ラテンアメリ
カにおけるインターネット政策（Internet Policies 
in Latin America）」と題して、Andrea Renda教授
がコーディネータを務め、ブラジル国家電気通信局
のIgor de Freitas評議員、 公共政策分野で有名な
Fundação Getulio Vargas（FGV）大学Ronaldo Lemos
教授、 携帯通信事業者の業界団体GSMAのブラジ
ル代表のAmadeu Castro氏、コロラド大学James 
Alleman教授を招いて、ブラジルを中心としたラテン
アメリカにおける競争政策、ネットワーク中立性問題、
欧米大手との競争、国内の諸問題等について議論が行
われた。

◆ 分科会の模様

　分科会は多くのテーマが取り扱われ、並行セッショ
ンとして七つの枠が与えられ、それぞれ4分科会構成
となっており、そのカバーする範囲は多岐にわたって

学 会 リ ポ ー ト

「ITS 20th Biennial Conference」
参加報告
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いた。
　分科会のテーマとしては、ネットワーク規制、次世
代アクセス網（NGA）、ネットワーク中立性、ソーシャ
ルメディア、ネットワーク競争、EU問題、メディア
融合、ユニバーサルサービス、公民連携（PPP）、コン
テンツ配信、インターネットガバナンス、移動体、消
費者行動と企業戦略、成長と開発、クラウド、セキュ
リティとプライバシー、IT市場、事例研究などがあっ
た。
　分科会の構成やセッション頻度をみると、従来に比
べ今回のITSは、より「上位レイヤに関心事が高いこ
と」が一つの特徴であろう。
　もちろん、情報通信のインフラ整備やネットワーク
管理や利用に関する規制やルールの在り方といった
テーマは大変重要なテーマではあるが、ブラジルのよ
うな新興国では、このようなインフラ建設と同時に既
に始まっている欧米のサービスプロバイダとの競争に
も曝

さら

されているという点を考慮すべきであろう。
　我々の生活圏である東アジアや日中韓においては、
言語特性から欧米のサービスプロバイダは一定の参入
障壁があると考えられるが、南米の多くの地域はスペ
イン語やポルトガル語を母語としている人口が多く、
欧米のサービスに直接アクセスする利用者が多い。そ
のため、上位レイヤへの関心事が欧米と共通している
のではないだろうか。
　筆者は「A Study on Business Structure of E-book 
in Non-English Language: Case Study of Japan」と題
して、配信型サービスの一つである電子書籍の日本に
おける現状とその普及に関する分析を紹介し、両面市
場モデルにおける各プレイヤの交渉力の変化が起こっ
ていることを報告した。加えて、日本にはスマート
フォン上のコンテンツ配信市場として、伸びが緩やか
で市場規模としては衰退傾向の音楽配信型と問題は抱
えているとはいえ、新たなビジネスモデルで市場規模

を拡大させているオンラインゲーム型があることを紹
介し、電子書籍も現状では前者になる可能性が高いこ
とも示した。
　座長を務めて頂いたErik Bohlin学会長からは、こ
の両面市場モデルとグローバルな配信市場の競争につ
いて面白いので是非とも学会誌への投稿をするように
とコメントを頂いた。

◆ 会議参加を通じての感想

　開催国ブラジルはBRICsを代表する新興国であるが、
都心部を除けば、規制面やインフラ面ではまだまだ整
備途上である。そのため、電子製品の関税率が高くス
マートフォン端末の価格も高く、ネットワーク利用料
も高めである。また、概して輸入物価は高く国民の収
入格差もある程度大きい。
　しかし、共通セッションの政策担当者や事業者の発
言から、新規参入、コンテンツの配信、新たな規制枠
組みの検討といった点では、「未整備の状況」というし
がらみの少なさをうまく活かし、東アジアや欧米での
経験を教訓に効率的な制度導入を検討しているところ
が紹介されていて大変興味深い経験であった。

京都産業大学 経済学部 助教
京都大学経済学部卒、同大学院情報学
研究科修了。 関西大学 ソシオネ ッ ト
ワーク戦略研究センター、国立情報学
研究所 情報社会相関研究系、オースト
ラリア国立大学 クローフォード経済政
治研究大学院 客員研究員、 公正取引
委員会 競争政策研究センターを経て
2013年より現職。経済学の視点から
社会ネットワーク・インフラやプラッ
トフォーム・サービスを分析。特に、
ネットワーク産業の競争モデルと社会
に与える影響について研究している。

上田 昌史
Masashi Ueda

会場風景　入口（左）、
メイン会場（中央）、
Erik Bohlin学会長と
の質疑応答風景（右）
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情報伝達・解体新書

彼らの流儀はどうなっている？
「猫は自由でいいなあ」と猫派の人間は考える。
とくに心惹かれるのが野良猫だ。でも、本当に気ままに生きているだろうか。

執筆：山根 明弘　絵：大坪紀久子

　「自由気まま」や「気まぐれ」

は猫の性格の代名詞のような言

葉である。

　たしかに、猫は何か要求があ

れば飼い主にすり寄ってくるも

のの、それが満たされた途端、

プイッとつれない態度をとる。

猫じゃらしで一緒に遊んでいて

も突然、全く興味をなくして、

どこかへ行ってしまう。

　猫がこのように「気まま」な

のは、ネコ科の動物がもともと

集団生活をしない動物だからで

ある（ライオンはその例外）。み

んなで協力して目的を達成する

という習性がないので、狩りに

しても何にしても、必要なこと

はすべて自分で決めて、単独で

行動しなくてはならない。猫に

は、相手の顔色をうかがって行

動する必要などないのである。

　対照的なのは、群れで暮ら

すべて自分で
決める

エ ッ セ イ

野
良
猫
は

自
由
気
ま
ま
に

生
き
て
い
る
？
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は、張りつめた緊張感というも

のはないが、かと言ってリラッ

クスしているようにも見えない。

数時間後に、猫は１匹、また１

匹と静かに去ってゆく。そして

誰もいなくなる。まるで宗教の

儀式のようでもある。

　それにしても、なぜ猫はこの

ような集会を開くのだろうか？

この現象の意味はいまだ解明さ

れていない。

　島に棲む野良猫の生態を研究

していた7年の間に、私は何度

もこれに遭遇した。この謎を解

こうとしたこともあったが、結

局は断念した。猫たちは終始無

言で、ただただじっとしている

だけなので、解明の糸口さえ見

つからないのである。

　野良猫は独り、自由気ままに

生きているように見えても、猫

社会のなかではお互いの情報を

交換する必要もある。たとえば、

発情の状態や健康状態のアピー

ル、新しく移動してきた猫との

顔合わせ等。もしかすると猫の

集会は、そのような情報交換の

場なのかもしれない。猫は6万

5000 ヘルツの音域まで聴くこと

ができるし（人は 2 万ヘルツま

で）、嗅覚は人の数十万倍とも

いわれている。人には、無言で

静的な集会のように見えていて

も、実は人の感覚器には感知で

きない領域の情報を使って、動

的なコミュニケーションを行っ

ているのかもしれない。

　最先端の技術や機器を用いれ

ば、このことは検証可能かもし

れないが、ミステリアスな「猫

の集会」は、ずっと謎のままで

あってほしい、とも少し思う。

ミステリアスは猫の魅力のひと

つなのだから。

 Akihiro Yamane　北九州市立自然史・歴史博物館 学芸員

1966年生まれ。九州大学理学部卒業。同大学大学院理学研究科博士課程修了。博士（理学）。
京都大学霊長類研究所などを経て現職。専門は動物の生態学、集団遺伝学。

著書は『わたしのノラネコ研究』（さえら書房）、『ねこの秘密』（文春新書）など。

し、集団で狩りをするイヌ科の

動物である。

　司令塔であるリーダーへの服

従と、忠実さが求められる群れ

の中では、猫のように「自由気

まま」ではやっていけない。人

間の組織も、これとどこか似て

いる。この「気まま」な態度を

容認できるか、そうでないかが、

いわゆる「猫派」と「犬派」の分

水嶺なのかもしれない。

　しかし、孤独を愛する野良猫

たちも、集まることがある。そ

れは、 古今東西を問わず目撃

されている「猫の集会」である。

夜の静まりかえった公園や、神

社の境内などの開けた場所で、

猫たちの集会は開かれる。まる

で示し合わせたかのように、猫

がどこからともなく集まってき

て、そして、うつぶせの状態で

共に時間を過ごす。 その場に

しんと静かな
夜の集会

じっとしている
のに…



お 知 ら せ

2015年度著書出版・海外学会等
参加助成に関するお知らせ
本誌では、2015年度も公益財団法人KDDI財団が実施する著書出版・海外学会等参加助成に、
候補者の推薦を予定しております。

【著書出版助成】

【海外学会等参加助成】

助成内容：

助成対象者：

　助成金額：

助成内容：

助成対象者：

　助成金額：

推薦・応募：

情報通信の制度・政策の研究に関する著書出版への助成

過去5年間にNextcom誌へ論文をご執筆された方*

3件、各200万円

海外で開催される学会や国際会議への参加に関わる費用への助成

Nextcom誌に2頁程度のレポートをご執筆いただける方*

北米東部 最大40万円　北米西部 最大35万円　ハワイ 最大30万円
その他地域 別途相談

監修委員会において審査・選考し、公益財団法人KDDI財団への推薦者を決定します。
応募方法ならびに詳細は、「Nextcom」ホームページをご覧ください。
*常勤の国家公務員（研究休職などを含む）、KDDIグループ関係者は応募できません。

応募方法・詳細については「Nextcom」ホームページ 
http://www.kddi-ri. jp/nextcom/index.html　をご覧ください。

お問い合わせ先：〒102-8460　東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー 33階
　　　　　　　　株式会社 KDDI総研 Nextcom編集部（nextcom@kddi-ri.jp）
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お 知 ら せ

論文公募のお知らせ
本誌では、我が国の情報通信制度・政策に対する研究活動の活性化を図るため、
新鮮な視点を持つ若手研究者の方々から論文を公募します。

【公募要領】
申請対象者：

　

論文要件：

選考基準：

公募論文数：

公募期間：

選考結果：

　　著作権等：

執筆料：

応募：

その他：

45歳以下の研究者（大学院生を含む）で、日本に在住する方
　＊常勤の国家公務員（研究休職などを含む）、KDDIグループ関係者は応募できません。

情報通信の制度・政策に関する未発表論文（日本語に限ります）
　＊情報通信の制度・政策の参考となる内容であれば、情報通信以外の公益事業に関する論文も含みます。
　＊技術的内容をテーマとするものは対象外です。

およそ1万字程度（刷り上がり10頁以内）

情報通信分野における制度・政策に対する貢献度を基準に、監修委員会が選考します。
（査読付き論文とは位置付けません）

毎年若干数

2015年4月1日〜8月31日
　＊応募された論文が一定数に達した場合、受け付けを停止することがあります。
　＊掲載は本誌2016年3月発行号を予定しています。

2015年11月頃、申請者に通知します。

著作権は執筆者に属しますが、著作物の利用許諾に関する契約を締結していただきます。

掲載論文の執筆者には、5万円を支払います。

応募方法ならびに詳細は、「Nextcom」ホームページをご覧ください。

1. 掲載論文の執筆者は、財団法人KDDI財団が実施する著書出版助成に応募することが
　できます。
2. 要件を満たせば、Nextcom情報通信論文賞の選考対象となります。
3. ご応募いただいた原稿はお返しいたしません。

応募方法・詳細については「Nextcom」ホームページ 
http://www.kddi-ri. jp/nextcom/index.html　をご覧ください。

お問い合わせ先：〒102-8460　東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー 33階
　　　　　　　　株式会社 KDDI総研 Nextcom編集部（nextcom@kddi-ri.jp）
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明 日 の 言 葉

エ ッ セ イ

事を過大評価しているきらいす
らあるのだ。
　では、この言葉は一体、どこ
からきたのだろうか。調べてみ
ると彼はこんな言葉も残してい
るらしい。

「少し後ろに下がって見てみるの
もいい。そうすれば絵は小さく
見え、一度に見える範囲は広が
る」*3

　要するに、離れて見れば、絵
の全体が眺められるということ。
肖像画であれば手脚の均整や、
色のバランスをチェックできる、
という素人でもわかっていそう
なアドバイスなのだ。あくまで
憶測だが、もしかするとこれを
日本人が意訳したのではないだ
ろうか。もともとダ・ヴィンチ
はイタリア語の逆向文字（鏡に映
すと正しい向きになる文字）を使
い、一種の暗号のように文章を
残している。それを意訳し、意
訳に意訳が重なって「後ろに下が
る」が「遠くへ行く」と旅情を帯
びたり、「絵」を「仕事」にして汎
用性を持たせたりしているうち

　先日、久しぶりに高校時代の
同窓会に出かけた。まずは1分間
スピーチということで、それぞれ
が近況を報告したのだが、聞き
ながらしみじみ感じたのは、「仕
事の話はつまらない」ということ
だった。会社内のことを言われ
てもよくわからないし、50歳を
過ぎるとここまで生きてこれた
ことが有り難く、仕事の内容は
どうでもよいような気がするのだ。
かのレオナルド・ダ・ヴィンチも
こう忠言していたらしい。

「どこか遠くへ行きなさい。仕事
が小さく見えてきて、もっと全
体がよく眺められるようになりま
す」*1

　さすがはダ・ヴィンチと私は
感心し、その出典を探してみた
のだが、なぜかどこにも見当た
らない。彼の手記*2などを読ん
でみると、絵を描くことは「あら
ゆる人間の仕事にまさる」とか、
画家は「孤独でなくてはならぬ」、
さらには友人が多いと芸術は「や
り損じるにちがいない」とまで言
い切っており、むしろ自分の仕

article:Hidemine Takahashi
ノンフィクション作家。1961年生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。
著書に『素晴らしきラジオ体操』『からくり民主主義』『やせれば美人』『趣味は何ですか？』『結論はまた来週』『男は邪魔！「性差」をめぐる探究』など。

『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。

髙
橋
秀
実

どこか遠くへ行きなさい。

仕事が小さく見えてきて、もっと全体がよく眺められるようになります。

……レオナルド・ダ・ヴィンチ

仕
事
よ
り
愛
を
語
ろ
う
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に、まったく違う意味に変わっ
てしまったのではないだろうか。
となると、これはダ・ヴィンチと
いうより日本人の翻訳者たちの
言葉。大袈裟にいえばダ・ヴィン
チコードを日本語で解読した結
果なのかもしれない。
　そういえば同窓会のスピーチ
で最も印象的だったのは、友人
の佐藤君が奥さんとふたりで東
海道五十三次を辿ったという話
だった。「ふたりとも他にやるこ
とがなくて」と謙遜していたが、
私はその話に胸を打たれた。人
生は仕事の業績ではなく、愛の
物語。近くを明確に描いて遠く
をぼんやりさせるのがダ・ヴィン
チの遠近法だが、一緒に遠くに
行けるほど近い仲、と私は意訳
したい。
*1『時代を変えた科学者の名言』（藤嶋昭編著　東京
書籍　2011年）

*2『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』（杉浦明平訳
　岩波文庫　1954年）

*3『知をみがく言葉　レオナルド・ダ・ヴィンチ』
（ウイリアム・レイ編著　夏目大訳　青志社　2008年）

　今号の特集「公益事業と競争」はいかがでしたで
しょうか。公益事業に関する特集は、本誌が焦点
をあてている情報通信の制度・政策を理解する上
でとても役立っています。できればまた、公益事
業に関する特集を組みたいと考えています。
　次号の特集は「通信自由化30年（仮称）」です。
通信の自由化から、この4月で30年を迎えたこと
を踏まえ、今日に至るまでのうねりやトピックを、
学識経験者の方々にさまざまな切り口で論じてい
ただく予定です。ご期待ください。
　また、前号と今号で、2014年度の公募論文2本
を掲載しました。公募論文は他の掲載論文と同様
に、執筆者は著書出版助成にも応募いただけます。
本号では、2015年度の論文公募に関するお知らせ
も掲載していますので、参考にしていただけると
幸いです。（しのはら）

本誌は、我が国の情報通信制度・政策に対する理解を深めるとと
もに、時代や環境の変化に即したこれからの情報通信制度・政策
についての議論を高めることを意図しています。
ご寄稿いただいた論文や発言等は、当社の見解を示すものではあ
りません。

●本誌は当社ホームページでもご覧いただけます。
　http://www. kddi-ri.jp/nextcom/index.html

●宛先変更などは、株式会社KDDI総研Nextcom（ネクストコム）編集部に
　ご連絡をお願いします。（Eメール：nextcom@kddi-ri.jp）

●無断転載を禁ず。

編集後記

背景

レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452〜1519年）
は、ルネッサンス期の理想像「万能の人」
だ。その業績、研究は美術、数学、天文、
工学、建築から都市設計にまで及ぶ。

　　　　（ネクストコム）　Vol. 22　2015 Summer
平成27年6月1日発行

監修委員会（五十音順）
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